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午前 10時 00分 開議 

 

〇議長（桑田公憲議員） 皆さん、おはようございます。 

７番、福士 稔議員より、少し遅れる旨の連絡がありました。 

これより、本日の会議を開きます。 

日程第１、一般質問に入ります。 

本日は、一般質問通告一覧表の第９席から第12席までを予定しております。 

なお、第10席、葛西勇人議員より、一般質問に関する資料について事前配付の申し出

がありましたので、これを許可しております。 

第９席、14番、齋藤 剛議員の一般質問を行います。 

質問席へ移動願います。 

 （齋藤 剛議員、質問席へ移動） 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員の一般質問を許可します。 

〇14番（齋藤 剛議員） 皆さん、おはようございます。９席、14番、齋藤 剛です。 

ただいま議長より一般質問の許可が出ましたので、これから一般質問をいたします。 

１ 東部地区の廃校についてでございます。今まで私、何回も、このことについて一

般質問しましたが、まだ結果も出ずという形でございましたけども。 

まず、小国小中学校からであります。市は旧小国小中学校について、現在、校舎の一

部を民間企業に、そばもやしの生産施設として貸付けしております。今後、いつまで貸

付予定なのか市の考えを伺いたいです。 

また、いずれは老朽化により旧校舎を解体することになろうと思うが、産業廃棄物高

騰もあり、ますます取っておけば取っておくほど、金かかるかなと感じてございます。

でも私見る限りでは、とりあえずプールだけでも、ほごしてくれればいいのになって感

じています。去年も言いましたけども、あのプール、必ず水たまりが残ります。ブヨも

発生します。隣近所に御迷惑もかけています。隣近所そのものも遠いんですけども、発

生しています。去年も言いましたけども、ある日、蛇が１匹迷って３日ほど生きていま

した。毒蛇でもないので片づけようかなと思っていましたら、誰かが片づけたようでご

ざいますので、それを見る子供さんたちも今いない状況でございますので、何とかプー

ルだけでも片づけてくれればなあと感じておる次第でございます。 

次に、葛川小中学校についてであります。旧葛川小中学校の敷地は昔から学校があっ

て、地域住民の集いの場所として親しまれてきました。閉校の際に公的な場、例えば支

所、消防屯所、診療所、老健施設、集会施設等に利用するように提案してきましたが、

できませんでした。そして、閉校した現在になって解体を余儀なくされています。その

ため、集会所施設の建設、消防屯所の建設と計画されていますが、そのほかの施設、敷

地はどのように考えていますか、見解を伺いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 市長、答弁願います。 

〇市長（長尾忠行） 齋藤 剛議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、私からは旧葛川小中学校について、お答えをいたします。旧葛川小中学校につ

きましては、来年度解体工事を予定しており、校舎跡地の利活用については、議員御指

摘のとおり、葛川地区の集会施設及び消防屯所の建設を計画しております。校庭等の跡



 - 110 - 

地の利用計画については、現在のところ具体的な利活用方針は決まっておりませんが、

草刈り等の維持管理については引き続き市が行います。 

旧小国小中学校についての御質問は、財政部長より答弁させます。 

〇議長（桑田公憲議員） 財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） 私からは、旧小国小中学校についてお答えいたします。 

議員御承知のとおり、旧小国小中学校の校舎は平成23年度より、あすなろ理研株式会

社に対し、そばもやし生産施設として校舎の一部を貸付けしております。貸付期間は令

和８年３月31日までとしておりますが、それ以降も貸付けするかどうかは、具体的に決

まっていない状況です。 

次に、プールだけでも解体できないかとの御質問ですが、校舎とプールを分けて解体

するより、一括で解体するほうが費用の圧縮が見込まれることから、解体時期は未定で

はありますが、校舎とプールを一括で解体したいと考えております。 

また、議員御指摘のプールに水が溜まるとのことにつきましては、経年劣化による床

のゆがみにより、底に水たまりができやすい状況であることを確認しております。この

ことから、水辺の広場をはじめとする施設管理のために東部地区に行った際には、プー

ルの状況を確認してまいりますが、衛生環境上、付近に悪影響を与えるような事案が発

生すると見込まれる場合には、プールの底から水を抜く方法を検討し、水たまりが発生

しないように対応してまいりますので、御理解くださるようお願いします。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） 非常に明快な回答でございました。まず、市長がお答えしま

した葛川について再質問いたします。 

葛川の学校、来年度といいますと来年度は来年度だけど、今の４月以降から来年度に

なるので、まあ５月、６月頃かな解体と思っています。それで、間違いございませんで

しょうか。 

それと私、閉校になる前そして後にも、例えば葛川小中学校は、いろんな公的なもの

が農協は別でございますけども、屯所、それから診療所、それから公的民営の老健施設

などなどありますけども。それを何とか学校にまとめて、あの校舎を活用するようにし

てくださいって、何回か前市長のときも言いましたけども、なかなか、いい返事がもら

えなくて。結局、一つ一つに水もねばまねし、診療所に関しては、エックス線使うはん

で壁を養生さねばまねとかって、いろんな形でお金がかかるっていうような答弁で、逃

げきってしまいましたけども。 

まあ私感じるには、したはんで今お金かけて校舎を壊して、そしてまたお金かけて集

会所造るんだべさ。屯所でもっていう感じでありますので、何とかこれそのときやって

おけばな、今、非常に皆さん快適に使えたのになっと。後悔、私自身は後悔してません

けども、市全体には、いらないお金かかるなっていう。時々、津軽弁混ぜてしゃべって

ますけども、そう感じています。どっちみち今になって、やっぱり校舎も要らない、集

会所も必要だってすんだば、これやむを得ないかなと思って、結果を待つしかないなと

思っていますけども。 

例えば、今までの集会所は克雪センターと言って、102号線の春先の除雪に県のほうか

ら２人ほど除雪するために泊まりがけしてやる施設を、平川市で何とかっていう形で集
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会所に使っていました。したがって、例えば葛川の町会の人が晩６時から会議やる、集

会所使いたいっていえば、支所に行って、お昼に鍵借りてきて鍵開けてセンターに暖房

つけて温めで、６時頃にみんな集合しても熱くなって、ちゃんとした会議できるような

状況でした。 

でも、土曜日の午後やるっていえば、金曜日から鍵借りてこなきゃ駄目なんです。で

も、よその施設、公民館等は各町会長に管理委託されて、町会長さ行けば鍵30分前でも

１時間前でも鍵借りれるというような状況ですけども。 

克雪センターに関しては支所管理になっていますので、それはこれからはどうなるの

か。支所管理でやるだば、非常に不便です。例えば、集会所として、そして避難場所と

して利用する場合、役所で災害の日、出はってなかったら、鍵借りることもできません。

その町会の町会長だったら、町会長そのものいなくても奥さんいだりすれば鍵借りるこ

ともできますし、その辺はこれからも公民館、センターとして使ったとして、どのよう

な使用方法になるのかお尋ねいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 市長。 

〇市長（長尾忠行） 集会所の管理がどういうふうなことになるのかということですが、

それともう一つ、来年度の解体工事はいつ頃かっていう御質問でございましたので、担

当部長よりお答えさせます。 

〇議長（桑田公憲議員） 財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） まず、解体の時期でございますが、議員のおっしゃるとおり

来年度予定しておりますけども。早期に着工できるよう、今現在、準備中でございます

けども、その工事の完了時期については、恐らく年度いっぱいかかるものと考えており

ます。   

それから、克雪センターのその集会施設等の管理、今後どうなっていくのかの話です

が、今の計画の中では集会施設と消防屯所との複合施設的な考え方でございますので、

恐らくは集会施設部分については、指定管理という考え方になっております。 

〇議長（桑田公憲議員） 市民生活部長。 

〇市民生活部長（今井匡己） 私からは、克雪センターのほうの鍵の件で、少しお話さ

せていただきます。現在、町会のほう御不便おかけして地域住民の方に御不便をおかけ

しているようであれば、今後調整して、鍵をスムーズに貸出し等できるように検討して

まいります。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） 便利になっていくと思うけども、今40戸ないような町会に、

そのセンターを造って、これから例えば無落雪造るのかどうか分かりませんけども、例

えば無落雪造った場合、天井に落ち葉が落ちても排除するように、それは村の町会の人

たちやってますけども。 

管理費そのものが11月から３月まで、パイプに巻くコイル、あれ６万円かかるんです

よ、センターの場合、深夜電気使って。それが37から38戸の家庭で冬中補っていくのっ

て言えば非常に大変なんですけども。その辺、そして戸数、利用戸数によって平米数が

違いますけれども、それはやっぱり平米数が戸数が少ないから平米数が少なくなるんで

しょうか。その辺、お尋ねいたします。 
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〇議長（桑田公憲議員） 総務部長。 

〇総務部長（對馬謙二） ただいまの御質問でございますけども、トイレのコイル、要

するに凍結しない形のものだと思うんですけども。その部分に関しては、ちょっと今、

内容のほうを町会のほうとの状況もちょっと確認しておりませんので、今、議員から御

指摘あった部分に関しては、電気料かかるという部分をちょっと確認しながら、担当部

課のほうと話をしていきたいというふうに思います。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員に申し上げます。手挙げるとき、はいでなく議

長でいいです。 

齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） 私、手挙げるもんだば返事するもんだべと思って、分かりま

した。  

それは、電気料に関しても検討するとありますけども、実際、今、センター造るのは

非常にいいんだけど、ほんとに利用する利用価値が少ない時代に入りました。冠婚葬祭

もやらないし、そして、それはうちほうは月に３回ゼロの付く日、年配のおばあちゃん、

若いおばあちゃんいないけど、年配の人たちが、おばあちゃんたちが10人ぐらいで、一

人暮らしの人たちに昼間飯、弁当作ったりしてやっています。 

そういう観点からして、利用価値は非常に少ないけども、果たして、これから造れば

まねずわけでねけども、こうやって各施設さセンター造っていいんだべかなっていう、

気持ちもわんつかあるんだけど。もし、これ確かに葛川小中学校は昭和26年かなあ学校

できたの。で、100年ぐらいくらしてるっていう、その前からありますので。あの場所は、

川は近いけども水害にはならないという感じの避難場所としても使われてもいいのかな、

という感じもありますので。確かに、集まりやすい場所ってどこの町内にもありますの

で、確かにあそこは葛川小中学校は集まりやすい場所だなと感じていますので。 

取り留めのない質問でございますけども、いつ頃、ほごすんだか分かんねけども、い

つ頃ほごすんじゃなくて、学校そのものは校舎も体育館も全部ばらすんでしょう。解体

するんでしょう。例えば、センター造る、その箇所だけじゃなくて。そのほかは校庭は

残るだろうし、全部解体するのに何億くらいかかるのかちょっとその辺、大体でいいは

んで、よろしくお願いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） はい、計画では校舎と屋体と共に解体する計画だと認識して

おります。 

〇議長（桑田公憲議員） 金額分かりますか。財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） 解体工事の金額は9,900万円ほど見込んでおります。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） 分かりました。もう１回聞くけど、校舎も体育館もだよな、

全部な解体、そう聞こえだけども。 

〇議長（桑田公憲議員） 財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） その通りでございます。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） それでは、小国小中学校についてであります。 
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あすなろ理研で、あそこ使うようになったのは閉校してからでございます。そのとき

は、この町会の人たちに、そばを作ってもらい、そしてこの町会から４人ほど女の人を

従業員としてお願いしたい、というような要望でございました。で、私どもも、お母ち

ゃんたち仕事ないどこ４人もそば作りに行くんだばいいばなって、何とかやろうよって。

そして、田んぼも遊休農地がいっぱいありますので、それにそばつけて、そばは収穫上

がねけどもいいやなって、そしてそういう話でありました。 

それがなんと、そのそば作る次年度になったら、いやここは湿気が強くて、そばの収

穫には無理です。まず、ああんだがぁって。女の人も４人ほどと言われましたけども、

２人は平賀の方から来て、２人は小国の町会から行ってました。そして、今は１人にな

っていますけども。１週間に２回かな、２日か３日仕事すれば、これは時の事情でござ

いますので、それもいいですけども。 

へばなんで、小国の遊休農地にそばつけさせるって、いい条件並べだってすのかな。

それも簡単に湿気があるから、ここではそばの収穫は不向きです。今、深浦のほうでそ

のそばを作ってもらって、そばもやし作っているそうでございます。 

別に深浦にやきもち焼くわけでねけども、初めからそういう気持ちねんだば、湿気あ

るのは昔からそこで湿気あってでも、ちゃんとした米作って、レイメイのときは13俵も

上げて、みんなして頑張ってたんですよ。それでも湿気あって駄目だってすんだば、い

いばなって、そしてみんな納得したんだけども。初めからできねず約束するなさぁって

感じであります。 

それと今、あすなろ理研でそば作ってるのは教室２個です。教室２個に全面のマット

を敷いて、そして畳２枚ぐらいのところにコンテナおいて、それにもまだ電熱マット敷

いて38度ぐらいに上げて、それに２段重ねの箱重ねて、そば粉まいて４日で収穫してい

ます。それは高いので、意外とこの辺のスーパーでも売っているみたいですけども、な

かなかという感じでございます。 

でも、あの大きい校舎でたった２個しか使ってないんだば、例えば平賀のアパートで

もできるべえなぁ。それに、平川市で研究資金として毎年お金出して、そのほか任せて

るってすんだば、ほんとにこれもまたいいのかなっても感じもしています。 

でも、不用の長物の校舎がある関係上、雪も降ろさねばまね、それは管財課で降ろす

はんでいいんだけども。要らねば、要らねのになって感じてもいますので、ほんとにこ

れからなんも使い道ねえんだば、小国の小中学校も、例えば葛川で9,900万円で解体でき

るんだば、小国もそのくらいで解体できるのかな。私たち見れば２億円くらいかかるの

かなっても思ってますけども、解体の時期って見当もつかないんですか。 

そして、これから３年あすなろ理研さんで使うわけですけども、令和５年から令和８

年まで使うわけですけども、あすなろ理研さんと相談して、例えばその辺のアパートで

も畳２畳くらいのところ、３畳くらいのところで、もやしはできると思うんですよね。

その辺、あの大きい学校の22か23の教室ありますけども、２個だけ使ってあと使わなく

て。 

そして、例えば体育館でも使いたいって私、去年、おととし、うちほうの町会の人に

言われてお願いしたら、体育館使ってもいいんだよって。その代わり、まず掃除して、

そして弓道やる人だはんで的張って弓道やるってすけども。それも、役所では貸すにい
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いって閉校したのに、貸さいねって。何でって言ったら、１か月分の電気料払ねばまね

と。一晩げ借りて１か月分なあ。実際、電源止めでまってるはんで、それをオンしただ

けで１か月分かかるはんでって。友達に、２時間使っても１か月分払ねばまねんだどっ

て言ったら、どうへばよって。小国の学校閉校するとき、いつでも村の人たち使えるよ

うにって、しゃべったきゃなって。まあそれは余談として、意外と通告外の話になって

しまうはんで。 

でも、貸さいねもんだば壊してまれば一番いいのになって感じていますので、見通し、

ほんとにねえんだべがって。この産業廃棄物が年々高騰しているなか、大体の見通しと

して見通しになんねんだか分かんねえども、その辺、市長お願いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） 先ほども答弁したとおり、その辺のところは、あすなろ理研

株式会社さんともその辺のお話はしておりません。それから壊す際の手法につきまして

は、私どものほうもきちんとその財源手当のことも踏まえた上で計画してございますの

で、その辺は御理解いただきたいと思います。 

〇議長（桑田公憲議員） 市長。 

〇市長（長尾忠行） 議員のほうから、私のほうの見解をお伺いしたいようであります

ので、お答えをしたいと思います。そもそも論からいきますと、あそこの小国小中学校、

葛川小中学校は、地域の人の要望があって建てられたものだというふうに、旧平賀町時

代に建てられたものだと聞いております。ただ、少子化が進んで児童生徒が少なくなっ

た中にあって十数年で廃校という形になりました。非常に残念でありますけれど、行政

といたしましては、その利活用をどうするかということで、様々呼びかけをしたという

ふうにも聞いておりますけれど。その中であったのが、あすなろ理研のそばもやしの栽

培というふうに伺っております。 

また、葛川小中学校に関しましては、先ほど議員のほうから指摘がございましたが、

これから公民館と消防屯所ですか、一緒に建てるってことでありますけれど。葛川地区

にあっても、ほとんど急傾斜の危険地域で様々な物を建てられるっていうような状況で

はないということで、今回の旧葛川小中学校を解体した跡地に、集会施設と消防屯所を

建てるという計画を持ったものであります。 

なぜ、今まであった小中学校を集会施設やあるいは支所機能や様々な葛川地区にある

行政機能を全部持たせることができないのか、というふうなことで、いろいろ検討した

中にあって、いわゆる廊下の幅とか、これは高齢者施設ではとても全部中を改修する必

要があるとか。また、上まで木造使ってますのでそれを全部取り剥さなければ福祉施設

には使えないとか、そういう理由があってなかなかそのままでは使えないということで、

現在のような形になっているわけですので。これは、議員最初から携わっているように

聞いておりますので、御存知のこととは思いますけれど、改めてそういうところを申し

述べさせていただきたいと思います。   

それから、克雪センターの機能、当初は旧平賀町時代は確かに克雪センターと集会施

設を兼ねたような、また地区公民館も兼ねた施設であったりというふうに記憶をしてお

りますけれど、それらは今度はなくなっていきますので、いわゆるコミュニティーの場

の集会施設、また災害時の一時避難所の集会施設として新しく建てさせていただくとい
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うふうなことでございます。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） どうもありがとうございます。確かに、私ども子供たちのい

るときには、学校に関して一生懸命頑張って建ててください、ということをお願いして、

平成10年小国小中学校の完成で、12年の予定の葛川小中学校が前倒しで11年にという形

で、８億円と７億円の学校ができて、皆さん喜んだ記憶もつかの間、11、２年経ってか

ら閉校という形で。えぇもったいないなぁ、ユニックあれば平賀の学校さ持って行くに

いいのなぁって、そうやって皆していだもんでございました。 

それは時の流れで、校舎造るにも校舎を解体して診療施設造るにも、そして介護施設

造るにも、いろんな改築費用もかかるんだっていうことも分かっていました。でも、何

とかっていう形で、それは時の流れで今になってございますけども、極力、いつかほご

さねばまねもんだだば、解体さねばまねもんだだば、早めに検討していただければと思

って、この件に対しての質問は終わらせていただきます。 

２ 大型ドローンの購入についてでございます。まず、大型ドローンとは、どの程度

から大型なのか。まあ私、ドローンについて非常に知識がなくて、このような質問する

のは非常に、おかしいんだけども。 

そして、まあこれからはドローンは非常に活躍するだろうなぁ。そして、自分の希望

は、役所の職員である程度ある程度若い人。年配の人でば失礼だはんで、例えば免許取

っで２、３年で退職するだばちょっとあれだはんで。免許取るのに、どのぐらいかかる

のか。 

そして、大型とは何キロぐらいまで重量が持てるのか。そして、カメラ付けで例えば

何キロメートルまでドローンの操縦ができるのか。それとも、コンピューターで入力し

てしまえば、カメラでずっと何十キロでも飛んで行って帰ってくるものなのか。 

ちょっと自分では、役所にあるのは鳥獣保護だとか鳥獣の観察だとか、山林の境界見

るとか、その程度しか今現在ある役所のドローンはその程度の活躍がなあって思ってい

ますけども。これからは、それこそ災害で去年の８月に善光寺で３日ほど孤立しました

けども、そういうどこにでも、何か災害の支援物資運べるのかなあと思って、ただ想像

だけで今、一般質問していますけども。 

その辺、ドローンの大きさ、免許の取りあんばい、取りあんばいっていうのかな。10

人くらいさ免許取らせるとか、そういうのについて後々またお尋ねしますけども。まず

ドローンの大型とは何か、そして、これから必要なものは何台くらい必要なのか、お尋

ねいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） （２）は、いいですか。（１）（２）ありますけども、一緒で

いいですか。 

〇14番（齋藤 剛議員） はい。 

〇議長（桑田公憲議員） 市長。 

〇市長（長尾忠行） 御質問のドローンに関する答弁は、総務部長より答弁させます。 

〇議長（桑田公憲議員） 総務部長。 

〇総務部長（對馬謙二） 齋藤 剛議員の御質問にお答えします。答弁の内容が若干前

後するかも分かりませんけども、よろしくお願いいたします。 



 - 116 - 

まず、免許の保有者でありますけども、免許証の保有者については２名、今月中に１

名がスクールに通う予定となっております。もし資格を取得した場合には、合計で３名

となるというふうな状況でございます。あと令和５年度においても、８人分の費用は５

年度の予算で計上しております。 

それから、免許の費用でございますね。免許の費用については、今現在、国家資格に

もなってきてますけども、現在、民間資格というふうな形で免許のほう取りにやらせて

おります。その民間の費用ですけども、26万1,000円になっております。 

そして今後はですね、国家資格のほうを有していく形に、二等の資格と一等の資格と

いうふうな部分がございまして、それぞれまるっきり新規で二等の資格を取った場合は

31万7,000円かかります。それから、一等資格になりますとかなりな、合格率も低くなる

んですが50万円以上かかってくるというふうな状況になってございます。 

したがいまして、現在は民間資格で２名取得していますし、これから行く予定の職員

もいるんですけども、その民間の資格を取った方が新たに国家資格二等資格を取るとな

れば、追加で13万2,000円かかるというふうな状況になってございます。 

それから、どのぐらいの距離と大きさのものというふうなことでございますけれども、

まず、ドローンには多くの機種がありまして、主に３種類に分類されます。 

まず、１種類目が小型のもので、機体重量が100グラム未満のトイドローンと呼ばれる

もので、１万円ほどで購入できるものでございます。 

そして、２種類目が撮影目的の空写ドローンと呼ばれるもので、こちらも１万円ほど

で購入できるものから、機能が備わっております。30万円ほどの金額になるものでござ

います。 

それから、３種類目が農業や建設業などの分野で活躍される、今、議員が大型ドロー

ンと呼んでましたけども、その分野に入ってくると思います。その分野に活用される産

業用ドローンと呼ばれるもので、農薬散布や測量目的に使用されるものです。物資搬送

や災害現場で使用されるものも、産業用ドローンに分類されます。価格は安価なもので

50万円程度、高価なものでは300万円以上する機種もあるということでございます。 

それから先ほど、撮影の距離もお尋ねされていましたけども、かなりな部分で今、私

が一番大きく範囲で見ていますのは、山林の空写を撮った部分を見てますけども、かな

り広く撮ってますので。ただ、その何キロメートルまでＯＫとか、撮影して送信するも

しくは録画するという部分については、ちょっと今、資料を持ち合わせていませんので、

ちょっと回答することは難しいんですけども。かなり、山、皆さん動画の空写のドロー

ンの映像見てる部分もあると思いますけども、かなりの部分で広範囲に広く高くという

ふうなことでは、確認は私もしておりました。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） 非常に知らないことばかり、ありがとうございました。 

例えば、１人当たり31万7,000円かかるとか、一等の場合は50万円とかってありますけ

ども１人当たりですよね。８人の予定はあるけども８人分じゃないよね。はい。 

それと例えば私、これからはドローンの社会かなって。悪天候の場合はドローンは、

どの程度の悪天候つうのかな、100ミリ程度の例えば水害あるかも分からないっていうと

き、ドローン飛ばして碇ヶ関だとか温川だとか飛ばすにいいもんだあべか。悪天候だば
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落ちるだべか。その辺、どの程度って雨の具合、雷もまねだろうし、天気いいときしか

ドローン飛ばさいねだば、なんかドローンの意味がないような感じがしますけども。 

災害時、例えば我々議員で議会改革の中に、もし何か災害のあった場合は届けましょ

うと。どうやって届けるのって言ったら、議長にしゃべって書類にして書いて届けると

いうような。議長、何人もいねべって。碇ヶ関さ行った議長が大木平さ行ぐにいがして、

同じ日に、っていうような感じ。それは、後ほど書類にして下さいっていう意味だ。で

も、現状分からねべって、じゃあドローンがあるベったって、じゃあドローンが悪天候

のとき傘かぶって行くわけにいかねし、ドローンって雨の降り具合によって落ちるんだ

ばドローンの意味ないし、ドローンも悪天候、大変だなって感じるんだけども、その辺

ちょっとお尋ねいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 総務部長。 

〇総務部長（對馬謙二） 基本的にですね、市で保有しているドローンについては、雨

天時は駄目だということでございます。したがいまして、当然、風ならいいのかという

ふうなことになれば、やはりそのドローンの機能的なものもありますけども、やはり悪

天候であれば、ドローンは飛ばすべきじゃないというふうな考えをしております。ただ

議員の今の質問にあるとおり、その何メートルだば駄目で、どのくらいの雨ならいいか

というふうなところまでは確認しておりませんので、資料も持ち合わせておりませんの

で御理解くださるようお願いしたいと思います。 

また先ほど、ちょっと答弁のほうで漏れましたけれども、大型ドローンについては20

キログラム以上というふうなことでございました。あわせて、私先ほど空写と言いまし

たが空撮の誤りでございますので、大変申し訳ありません、訂正願います。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） また知らない事聞いて迷惑だけど。例えば目視できる分は、

飛ばしてやって帰るかと思います。多分いいのかなって思い、目視できないのは搭載さ

れたカメラによって、コンピューターに入力してどこまで行っても帰ってくるようにっ

てする事もできるかも分かりません。 

それは、我々メディアの放送見てれば、非常にとんでもないどこにドローン飛んでい

って撮影して帰ってくる。あれは、かなり大変だべな、かなり予算使ってるべなってい

うような見方もします。世界のライン川だのずっと川だけ行って、何十キロこれ飛ばす

のよって感じています。でも、この辺ではそういうのは購入無理だろうけども。カメラ

付ければコンピューターに入力しにいいのか、カメラ付けなければ目視だけで帰ること

が帰させることができるのか。 

例えば目視っていえば、善光寺平から大木平見えるんですよね、目視できるんです。

それは20キロメートルあるかも分からないけども。じゃあ、その間目視できるから飛べ

るのかっていえば、果たしてそういうのってどんだんだべなって感じるんだけれども、

非常に無知でそういうのはちょっと分かっていたら教えてください。 

〇議長（桑田公憲議員） 総務部長。 

〇総務部長（對馬謙二） 目視できない場所での飛行、空撮となりますけども。まず、

目視できない場所での飛行は、一種免許が必要だということでございますので、ドロー

ンによっては、空撮も可能であるということには理解をしておりますが、正式な資料を
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持ち合わせてませんけども、そういう状況ですので御理解くださるようよろしくお願い

いたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 齋藤 剛議員。 

〇14番（齋藤 剛議員） 分からないことばかり聞いて、ほんとに資料も持ち合わせな

くて、総務部長もちょっと職務怠慢だなとも感じています。これ仕方ね、分かねものは

仕方ねだはんでいいけども。 

これからの活動範囲に、私はドローンは民間では持てないもんでも役所では持てるの

かな。そして、ほんとに災害救助あたり活躍してもらいたいんですよ。ということは、

今20キログラムまで重量持てますって言ったけど、そして悪天候では極力できませんと

も言いました。 

じゃあ例えば今、乗用車がドローンの時代になっている時代になります。乗用車さ乗

ってドローンになって飛んでいって悪天候になって事故、墜落せば死んでまるべな、そ

れは極端ですけども。そういう時代が来るので、実際役所でもドローンの免許を極力若

い人に取らせて、そしてドローンも小さいものから意外とこう購入して、非常にいい役

所、面白い役所だなっていうくらいの気持ちでやっていただければ、これから、ドロー

ンの活躍はいろいろあるかなと思いますので。その辺も、これからの人たちのために、

何とか活躍していただきたいなと思っていますので。 

私の一般質問、これで終わります。 

〇議長（桑田公憲議員） 14番、齋藤 剛議員の一般質問は終了しました。 

午前11時まで休憩いたします。 

 

午前10時49分 休憩 

午前11時00分 再開 

 

〇議長（桑田公憲議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第10席、１番、葛西勇人議員の一般質問を行います。 

 質問席へ移動願います。 

 （葛西勇人議員、質問席へ移動） 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員の一般質問を許可します。 

〇１番（葛西勇人議員） ただいま議長より一般質問の許可を頂きました、第10席、議

席番号１番、新生会の葛西勇人でございます。それでは通告に従いまして、一問一答方

式にて質問をしてまいりたいと思います。なお、質疑においてお互いに確認をしながら

進めてまいりたいと思いますので、両面６ページの資料を配付させていただきました。

御参照いただきたいと思います。 

 質問に入る前に、前回定例会における一般質問において、私は令和２年度平川市一般

会計と財務書類の指標分析を踏まえ、昨年開庁した新本庁舎の大規模建設事業費用があ

っても、当市は適切かつ持続可能な財政運営ができることを確認いたしました。 

 また、令和４年10月策定の平川市財政運営計画では、令和８年度までの当市の財政健

全化比率は、実質公債費比率が全国平均を若干上回り８％前後の比率で推移するが、そ

れ以外の指標は比率なしとなり、当面の間、当市は適切かつ持続可能な財政運営が継続
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されていくものと私は考えております。 

 一方で、当市の人口は減り続け、社会動態の推移は改善されてきてはいるものの、当

市発表の今年１月末現在の人口は３万86人となっており、今年はいよいよ３万人を切る

のではないかという瀬戸際の状況にあります。 

 したがって、財政状況に余裕があるここ数年が、まさに当市として人口減少問題にあ

らゆる手段を駆使して、じっくりと、真剣に、そしてシステマチックに検討して、それ

に果断に取り組んでいく必要があると考えています。 

 その取組の一つとして、私は学校の教育改革に注力していくべきと考えています。 

 今年の１月に中畑一二美議員と行政視察をした茨城県守谷市様は、ＩＣＴを活用して、

子供たちの教育の質の向上を図ると同時に、校務支援システムを導入したり、最新の知

見を調査研究するなどして、ハード・ソフト両面の対応で教職員の働き方改革も実現す

るなど、システマチックに学校教育改革プラン、すなわち教育ＤＸを果断に推し進めた

結果、子供や若い世代の人口増加を実現した先進自治体であります。中畑一二美議員と

私が視察をして感銘を受けた「形を変えて、意識を変える」をコンセプトに実施されて

いる守谷式学校教育改革プランの詳細については、次の中畑一二美議員の一般質問に譲

るとして、私からは教育長並びに教育委員会には、ぜひとも守谷市様を視察することを

お願いしたいと思います。また当市も教育ＤＸの第一歩として、令和５年度平川市当初

予算案に、校務支援システム導入事業を当市単独事業として計上したことは、お隣の弘

前市も導入に踏み切れないでいる中で、市長並びに教育長の英断に大いに感謝を申し上

げたいと思います。今後とも教育長並びに教育委員会には、教育ＤＸを推進していくこ

とをお願いして、私の一般質問に入らせていただきます。 

 それでは１ 空家等対策について質問をいたします。空家等対策については、市長が

実施しているまちづくり懇談会などにおいて、市民の方より多くの要望・質問を頂戴し

ているテーマとなっております。 

 まず（１）平川市の現状と課題について質問をいたします。資料１（１）平川市の空

家等対策の現状についてを御覧ください。アの平川市の空家の状況ですが、平成30年総

務省住宅・土地統計調査の推計値によると、市内の空家戸数は約1,400戸、空家率12％に

対して、全国13.6％、青森県15％とそれを下回っております。 

 しかしながら、そのうち二次的住宅、賃貸用住宅及び売却用住宅を除く、問題となる

空家であるその他住宅は910戸、空家率65％となり、全国41.1％、青森県51.6％と、当市

は大きく上回っております。空家等問題を放置すると、防災性・防犯性の低下、ゴミの

不法投棄や悪臭の発生などの衛生の悪化、風景・景観の悪化など、地域住民の生活環境

が悪化し、それに伴い地域活力が低下するとともに、過疎化・空洞化などさらなる悪循

環が引き起こされることが懸念されるところであります。 

 この空家等問題は当市のみならず、全国の自治体でも大きな課題となっており、国で

は平成26年度に空家等対策の推進に関する特別措置法、略して空家特措法を定め、基本

方針、計画の策定や空家の具体的措置などを示しておりますが、最近では民法や不動産

登記法などを改正して、不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例や、所有

者不明土地の利用の円滑化を図る方策などを創設するなど、対策を強化しています。 

 当市においても、平成29年６月に第１期の平川市空家等対策計画、令和３年３月に第
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２期平川市空家等対策計画を策定し、イのとおり、当市で空家等が発生する要因や背景

を調査し、ウのとおり空家等の発生予防・抑制、適切な管理の推進、有効活用、除却な

どの基本的な方針に基づき、主な施策を推進しております。しかしながら、後述いたし

ますが、当市の空家件数の現状は横ばいの傾向にあることから、今後は国の強化策を踏

まえながら、当市もさらなる取組が必要であると私は考えます。 

 資料２を御覧ください。エは当市の主な５つの施策事業の平成30年度から令和５年１

月31日時点までの実績の推移です。この中で、実績件数・金額が一番多いのは④老朽危

険空家解体撤去補助金で、５年間で47件の空家が解消しております。この件数は、右に

記載しております空家等の勧告措置の件数に近似しており、固定資産税等の住宅用地特

例除外となる勧告措置を取ることが、空家解消に効果的であるということを示しており

ます。そして、その影響で⑤固定資産税減免制度の利用が増加傾向にあると思われます。

オは当市の空家等の不良度判定レベル別内訳の平成30年度から令和５年１月31日時点ま

での実績の推移です。ここでは老朽危険レベルの件数が、ここ３年間で単年度75件と固

定化していることが分かります。 

 また、利活用可能レベルは減少傾向にあるものの、全体的には横ばいの傾向にあるこ

とも分かります。カは特定空家等推計値と、それに対する措置等の平成30年度から令和

５年１月31日時点までの実績の推移です。ここでは特定空家等の推計値は20件前後と横

ばいの状況にありますが、当市として命令や代執行の措置を取ったことはなく、助言指

導及び勧告までの措置にとどめ、職員の方々が粘り強く交渉していることで、所有者に

自主的解決を促しているのが現状であることが分かります。 

 資料３（２）平川市の空家等対策の課題についてを御覧ください。アは平成30年５月

から令和４年６月まで開催された、平川市まちづくり懇談会での会議録を参考に、当市

の市民の方から頂いた主な質問内容に対する当市からの回答となります。私はその中か

ら当市の主な課題として大別すると、ナンバー１の代執行や危険空家等解体撤去の費用

問題、ナンバー２、そして３の所有者不明あるいは管理不全の土地・建物管理や相隣関

係等の法的問題、そしてナンバー４の空家等の利活用問題の３つの課題があると考えて

おります。以上のことを踏まえて、改めて（１）当市が空家等問題の現状と課題をどの

ように捉え、また認識してるのかについて伺います。 

 次に、（２）課題解決に向けた施策等について質問いたします。資料４（３）課題解決

に向けた施策等についてを御覧ください。（１）の平川市の現状と課題を踏まえ、平川市

が抱えている課題を解決するために、今後の施策の強化を考えているのか、またさらな

る施策の実施を検討しているのか、その内容も含めて当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 市長。 

〇市長（長尾忠行） 葛西勇人議員の御質問の空家等対策についてのうちから、まず空

家問題の課題についてお答えいたします。 

 空家数は議員御指摘のとおり年々減少しておりますが、相続協議が整わず管理者が定

まっていない空家等は、適切な管理が行われず放置されることによって、不良度が上が

ることになります。その結果、危険な状態となる空家が多く見られますので、これらを

解決することが、課題の一つであると考えます。 

 次に、課題解決に向けた施策につきましては、民法と不動産登記法が改正されたこと
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により、令和６年４月から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から

３年以内に、相続登記申請をすることが義務化されます。また、令和８年４月からは、

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から２年以内に、住所等の変更

登記申請をすることが義務化されます。 

 これらのことが義務化されることにより、相続手続きが長年放置され、所有者の判明

が困難だった空家の所有者が明確となります。 

 これまで、空家所有者の判明は、税務情報など複数情報を集める必要があり、時間を

要していたものが、登記情報が整理されることで、所有者判明の時間短縮につながりま

すので、法改正による相続義務化等を広く周知するとともに、これまで以上に所有者に

対して、空家等の適正管理を促してまいります。 

 空家の現状についての御質問は、建設部長より答弁させます。 

〇議長（桑田公憲議員） 建設部長。 

〇建設部長（原田 茂） 私から空家の現状についてお答えいたします。現在、市が把

握している空家数は、令和５年１月末時点で399件、空家調査を開始した平成28年度時点

では465件でありますので、年々減少の傾向にあります。また、老朽化により危険な状態

である不良度４以上の空家数が、平成28年度時点で73件、現時点で75件でございます。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 分かりました。課題としては相続協議が整わないということ

が、大きな課題であったということでございましたが、それ以外にもいろいろと課題が

あるということも分かりましたが、平川市が抱える空家問題の中で、最も深刻と考える

課題は何なのか、その理由も含めて当市の見解を伺いたいと思います。 

〇議長（桑田公憲議員） 建設部長。 

〇建設部長（原田 茂） ただいま御質問の深刻と考える課題と理由につきましてお答

えいたします。 

 深刻となっている課題につきましては、先ほど市長が申し上げましたとおり、空家等

の相続関係でございます。 

 理由につきましては、相続手続きを行わず空家等を放置すると、時間の経過とともに

相続関係が複雑となり、所有者が明確にならず、空家等の管理不全の原因となっている

ことからです。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 相続登記問題については、先ほどの答弁がありましたとおり、

相続登記の申請の義務化で解消に向かうというふうに私も考えています。私としては先

ほども述べましたが、特定空家等を含む老朽危険な空家の除却が進展していないことも、

当市の大きな課題だと考えております。 

 続きまして、（２）課題解決に向けた施策等について再質問させていただきます。特定

空家等を含む老朽危険な空家の除却が進展しないのは、資料４において課題のナンバー

１としてあげた代執行や危険空家等解体撤去の費用を所有者が工面することができない

ことが問題となっていると、当市の過去の答弁などを踏まえて、私は考えています。 

 そこで、当市が代執行や危険空家を除却することになった場合に備え、その費用に充

てるために環境保全を目的として、空家の所有者に対する法定外目的税を科すなどの新
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しい税制を創設する案、あるいは相続放棄や所有者不明になった場合に備え、空家の所

有者から解体撤去費用を事前に徴収したり、固定資産税を上乗せし、それを積立するな

ど、所有者からの事前徴収制度を創設する案を提案いたしますが、その効果や課題など

も踏まえて、当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 財政部長。 

〇財政部長（西谷 司） 代執行及び危険空家除却の費用問題についてお答えいたしま

す。危険空家を除却する際の費用に関する法定外目的税の創設の御質問でございますが、

税金は、道路や施設などの社会資本整備のほか、ごみ処理や社会保障、福祉といった公

共サービスを住民の皆さんへ提供する上で、費用の原資を広く公平に負担していただい

ているという制度であります。 

 個人などの所有物である空家の除却費用については、所有者の管理責任の中において

解決すべきものであることや、空家に関わる手続きが法律により定められているという

点を考慮しますと、法定外目的税の創設は難しいものと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 私の提言したことに関してはですね、法律を含む様々な課題

があり、実現は難しいというふうに私も思っておりますけれども、ほかに何かそうい原

資を得る手段はないものなのかどうか、引き続き当市には調査研究していってもらいた

いことをお願いしたいと思います。 

 ２つ目の再質問ですけれども、課題のナンバー２と３としてあげた、の所有者不明あ

るいは管理不全の土地・建物管理や相隣関係等の法的問題についてですが、令和５年４

月１日施行の民法等の一部改正により、所有者不明土地・建物管理人制度と管理不全土

地・建物管理人制度の創設や、相隣関係問題として、隣地の竹木の枝が越境した際、状

況に応じ切り取ることができることになります。所有者不明土地・建物管理人制度とは

所有者不明の土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、当該土地建

物の管理人を選任してもらうことができる制度で、管理人は裁判所の許可を得れば、当

該土地・建物を売却することもできるようになります。管理不全土地・建物管理人制度

とは、所有者が適切な管理をしていない土地・建物について、利害関係人が裁判所に申

し立てて、当該土地・建物の管理人を選任してもらうことができる制度で、ごみの撤去

や害虫の駆除などを管理人に依頼することができるようになります。 

 これらの新しい制度について、当市として事前に検討し、準備を進めてきたのか、ま

た、これらの制度が適用されることで、当市の空家等対策がどのように改善されるのか、

その効果や課題なども踏まえて、当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 建設部長。 

〇建設部長（原田 茂） 新制度と相隣関係のことについてお答えします。先ほど議員

申し上げた質問と大分重複する部分がございますが、説明させていただきます。新制度

の検討と準備につきましては、制度が適用されることにより、所有者不明などで管理不

全の空家の隣地所有者が財産管理人の申立てができるようになり、また、相隣関係につ

きましては、これまで越境してきた雑木の枝を所有者の許可なく切ることができません

でしたが、状況に応じて切ることができるようになります。このことにより、市民が自

ら空家の管理不全を解消することができるようになりますので、新制度の周知と相談体



 - 123 - 

制の検討を進めております。 

 次に、空家対策の改善につきましては、例えばこれまで管理不全の空家等において、

雑木や害虫などの発生により、隣地所有者が悪影響を受けた際は、市が所有者を調べ適

正に管理するよう通知するなど、その対応を促しておりました。この新制度が創設され

ることで、隣地所有者自らが管理不全の空家等に対し、適正管理のための財産管理人を

申し立てることができるようになります。 

 今後は市からの情報提供や行政指導に加え、財産管理人による効果も期待されますの

で、市の空家対策において課題となっている管理不全空家等の改善につながるものと考

えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 私は市内の空家等問題の中で、年々増加してきておりますア

メリカシロヒトリ問題などに対して、この管理不全土地・建物管理人制度がかなり有効

的だと感じております。とにかくこの新しい制度が市民に早く浸透するように、当市と

しては、周知啓発をよろしくお願いしたいと思います。 

 ちなみにちょっと１点確認なんですが、この新しく創設される管理人制度の利害関係

人に平川市がなる場合、市長が単独で判断することができるのか、それとも平川市空家

等対策協議会に諮った上で、市長が判断することになるのかお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 建設部長。 

〇建設部長（原田 茂） 手続き上は市単独でやることは可能ではありますが、市の協

議会あるいは各団体と協定を結んでおりますので、有識者の方に、やはりこれは相談を

しながら、その先の行為については相談して決めていきたいと思ってますので、やはり

単独で進めていくということは考えておりません。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 協議会の審議受けるってことですけど、あんまりこうがちが

ちにならずになるべくですね、危険な空家は解消していくようにですね、ぜひともお願

いしたいというふうに思います。 

 ３つ目の再質問ですが、ナンバー４としてあげた空家等の利活用問題についてですが、

現在、空家等対策を強化している国では、新制度の創設に続き、空き家特別措置法の一

部を改正する予定ですが、これにより市がＮＰＯ法人などの団体を空家等管理活用支援

法人に指定する制度が創設されることになっております。現在、当市では、指定を受け

られる団体をどのぐらい把握してるのか。また、どのようにこの制度を活用していきた

いと考えているのか見解を伺います。 

 また、高崎市などの先進自治体では、空家物件の利活用を促す支援策として、地域団

体や高齢者、子育て世代の方々が、気軽に利用できる場所として、空家を活用する場合

に、その空家の改修リノベーション助成金や家賃補助を実施して、実績を上げてきてお

ります。当市の空家の有効活用の施策として、新たにそれに取り組んでいく考えがある

のか、その効果や課題なども踏まえて、当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 総務部長。 

〇総務部長（對馬謙二） 葛西勇人議員御質問の指定を受けられる団体をどのくらい把

握しているのか、またどのように制度活用していきたいと考えているのかの見解につい
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てお答えいたします。現時点で指定の要件が具体的に示されていないことから、空家等

管理活用支援法人となり得る団体は想定できていない状況であります。しかしながら、

市に寄せられる空家に関する相談は多岐にわたるため、売買や賃貸から、相続・税金・

ローンなど、不動産全般に関する専門的知識を備えた団体が望ましいものと考えており

ます。 

 また、そのような団体があった場合、空家の利活用には広域的なマッチングが有効で

あることから、弘前圏域８市町村で連携して実施している弘前圏域空き家・空き地バン

ク協議会に参画していただくことも、活用方法の一つではないかというふうに考えてご

ざいます。 

 それから、次の質問のリノベーションと家賃補助の実施ということと、市の施策とし

て新たに取り組んでいく考えがあるのかということの、効果や課題についてでございま

すけども、高齢者や子育て世代など、地域住民の方々が気軽に利用できる場所として空

家を活用する場合に、費用の一部を助成する制度の御提案でありますが、空家の利活用

のみならず、地域活性化にも資する効果的な施策であるというふうに思います。 

 しかしながら、当市においては、各町会に整備している集会施設がその機能を担って

いる状況でもあるため、議員御提案の助成金制度について、現時点で実施する考えはご

ざいませんので、御理解をよろしくお願いしたいという思います。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 分かりました。今回、当市の空家等対策について、現状と課

題、そして解決策について質問及び提言をさせていただきましたが、振り返ると資料１

（２）の空家等が発生する要因・背景にたどり着くことが改めて見えてきました。特に

所有者の高齢化、単身世帯化が進み、併せて地域・近隣との関係が希薄化している現状

が、空家が発生し増えていっている大きな要因と、私は感じております。当市のある町

会では単身高齢者を把握し、その方が元気なうちに連絡先を収集するなど接点を増やし、

空家の予防を実施しているところがありました。ただし、それでも限界があるとおっし

ゃっておりましたけれども、行政介入もなかなか難しいと感じております。 

 しかしながら、私はこのような現場での対応事例こそ、空家発生の予防策のヒントに

なると思いますので、当市には予防策についても調査研究を引き続きお願いし、私の１

番目の質問を終わりたいと思います。 

 続きまして、２ 太師森遺跡の保存と活用について質問いたします。太師森遺跡は、

平川市新屋遠手沢に位置する縄文時代の遺跡で、昭和27年に亡くなられた新屋生まれの

民間考古学者、葛西覧造氏が山の稜線を見て人工的なことに気づき、試掘して環状列石

を確認したいきさつがあります。 

まず、資料５（１）太師森遺跡の歴史的・文化的価値についてを御覧ください。アの

青森県中南地域の縄文文化について、おおむね縄文時代中期後半から後期にかけて、石

に関わる遺構が中南地域で多数発見され、この地で石の文化が栄えていたと考えられて

おります。その代表的な配石遺構に環状列石、すなわち縄文人が石を運び、円形に並べ

たもので別名ストーンサークルと呼ばれておりますが、それと石棺墓の２つがあります。 

環状列石が造られた理由については諸説あり、まだ解明されておりませんが、石棺墓

は、再葬土器棺墓など含め葬送に関わる特殊な遺構も発見され、この地で特異な埋葬方
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法が取られていたことが分かっております。すなわち、当時は土葬が一般的ではありま

したが、ごく少数の縄文人が石棺墓に埋葬され、その遺体が朽ちた後に、再度その骨を

取り出して、その骨を川や泉などの水で洗い、それを再び土器棺墓に入れて、儀式を行

った上で再埋葬していたと考えられております。 

なお、調査によると、環状列石の風習は関東地方から伝わってきたと考えられており

ますが、石棺墓などの特異な埋葬の風習は青森県を中心とした北東北で生まれ、関東地

方に伝わっていったと考えられております。 

イの太師森遺跡について、この遺跡の最大の特徴は、前述した環状列石と石棺墓が共

存しているところにあり、これは青森県内の遺跡では唯一であり、現時点では全国的に

も発見例がない、世界的にもまれな、貴重な縄文遺跡であるということであります。 

以上のことを踏まえて、質問をさせていただきます。 

まず、（１）遺跡の価値について質問をいたします。太師森遺跡からは先ほど述べまし

たとおり、環状列石や石棺墓などが共存して発見され、文化庁からも高い評価を受けて、

平成20年には国史跡指定申請も検討するほどの貴重な縄文遺跡であると聞いております

が、改めてこの遺跡の特徴と歴史的・学術的価値はどのようなものなのかをお知らせく

ださい。 

次に、（２）遺跡の情報発信について質問をいたします。太師森遺跡について、当市と

して今まで市内外に対してどのような情報発信をしてきたのかお知らせください。 

次に、（３）間伐事業での遺跡損壊に対する原因と再発防止策について質問をいたしま

す。資料６（２）太師森遺跡の保存についてを御覧ください。アの埋蔵文化財包蔵地、

すなわち一般的に言えば遺跡について、太師森遺跡は、新屋財産区内に位置する埋蔵文

化財包蔵地となっており、文化財保護法では、そこで土木工事など開発事業を行う場合

は、事前に青森県教育委員会に届出などをしなければならないことになっております。 

しかしながら、イの間伐事業での太師森遺跡の一部損壊に対する原因分析と再発防止

策についての①遺跡の損壊の経緯にあるとおり、昨年５月に一般の方からの情報提供に

より、青森県教育委員会への事前届出なく、太師森遺跡のある場所において間伐事業の

実施による作業道が整備されていたことが判明し、平川市教育委員会が現地確認をした

結果、遺跡の土のう袋や配石の一部が露出されており、遺跡の一部に明らかな損壊が認

められるという、あってはならない事態が発生いたしました。 

遺跡の損壊状況については、今年１月31日付のＮＰＯ法人平川市文化協会季刊誌万華

鏡に、同法人事務局長、葛西 朗氏が写真と共に「頂上部分の石棺を埋め戻した辺りも

キャタピーラーの跡が残り、土のう袋がめくれ上がっている」との記事を掲載しており

ますので、御一読いただきたいと思いますが、このような事態に至った原因分析と今後

の再発防止策についてお知らせください。 

次に、（４）遺跡の保存・国史跡指定への取組について質問をいたします。 資料６（２）

ウの国史跡指定制度などによる保存の強化についてを御覧ください。 文化庁からも評価

され、学術的に重要な太師森遺跡を、今回のような損壊からの防止を徹底していくとい

う当市の強い決意を示す観点から、私は国史跡指定し、保存の強化を図っていくべきだ

と考えます。  

報道によると、文化庁も貴重な遺跡と評価されながら現地保存できなかった反省から、 
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史跡に相当する全国の重要な埋葬文化財のリスト化に取り組むなど、保存の強化を図っ

ているということですが、一方で開発事業者の負担軽減など課題も多いと聞いておりま

す。   

したがって、太師森遺跡の保存強化のために、私は当市が主導して国史跡指定に向け

て取り組んでいくべきだと考えますが、この国史跡指定について当市は考えているのか。

また、考えているのであればどのように取り組んでいくのか、課題も含めて、当市の見

解を伺います。  

最後に、（５）遺跡の活用について質問をいたします。 資料６（３）太師森遺跡の活

用についてを御覧ください。 アの市内外への周知や観光資源化への調査、検討について、

令和３年度に北海道・ 北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録され、また、コロナ対

策が大幅に緩和されていく中で、これから多くの観光客が青森県内に足を運ぶことが予

想されます。この観光客を当市に呼び込むために、全国的にも世界的にも貴重な縄文遺

跡である太師森遺跡を当市の観光資源として、もっと積極的に活用していく必要がある

のではないかと私は考えます。例えば、太師森遺跡を一般公開するなど、その活用方法

について、課題も含めて、当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長。 

〇教育長（須々田孝聖） 私のほうからまず遺跡の価値についてお答えいたします。 

 平成12年度から17年度までに実施された学術発掘調査の結果から、今から約4000年前

の縄文時代後期に造られた南北40メートル、東西45メートルの環状列石、いわゆるスト

ーンサークルを主体とする遺跡であることが分かっています。 

環状列石自体が希少であることに加え、石で造られた墓である石棺墓や人骨を納める

ための大型の土器である土器棺が一緒に見つかったことにより、当時の弔い方や生活を

考察する上で、全国的にも貴重なものとして文化庁や研究機関等から高い評価を得たも

のであります。このことから、議員御指摘のとおり、発掘調査終了後、国史跡申請へ向

け取組が進められた経緯があります。 

続きまして、遺跡の保存についてお答えいたします。国史跡として指定された場合、

国民共有の財産として法規制の下、保護されることとなり、現状変更が強力に制限され、

国庫補助金を活用した保存整備等を行うことができるようになります。   

一方で、市においては、遺跡へ向かう道路や駐車場の整備、案内板、トイレなどの設

置、定期的な草刈り等の実施が必要となります。 

本遺跡は、車両の通行も困難な山間奥地に所在し、整備や維持管理に相当な労力を要

することと思われたことから、国史跡化に向けては慎重かつ総合的に検討する必要があ

ると考えております。 

続きまして、遺跡の活用についてお答えいたします。遺跡の活用方法としては、現地

公開し、観光資源とする例もありますが、本遺跡は先ほども申し上げたとおり山間奥地

にあり、整備や維持管理に相当な労力を要すると見込まれることや、遺跡保護の観点か

らも環状列石そのものの現地公開は難しいものと考えております。 

このことから、文化センター２階、郷土資料展示コーナーでの出土品の展示のほか、

写真、映像を利用して、現地に行かなくても遺跡の様子が分かるような活用方法を検討

したいと考えております。 



 - 127 - 

このほかの御質問は、教育委員会事務局長より答弁させます。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 私からは、遺跡の情報発信についてお答えいたし

ます。発掘調査をしていた当時は、現地説明会と調査結果の速報展を毎年開催しており

ました。現在は、文化センター２階郷土資料展示コーナーにおいて、出土品の一部や発

掘調査の写真を常時展示しております。このほか、市外で開催される展示会等で出土品

や写真を展示しており、今年度は、黒石市で開催された県主催の「「地元の縄文」再発見

フェアinちゅうなん」で出土品の展示と遺跡の紹介を行っております。 

次に、遺跡損壊に関する御質問にお答えいたします。太師森遺跡に限らず、周知の埋

蔵文化財包蔵地、いわゆる遺跡の範囲内で地面の掘削を伴なう開発行為を実施する場合

は、事前に文化財保護法に基づく手続が必要となります。教育委員会では、開発者より

開発予定地が遺跡に該当している土地か否かの照会を受け、該当している場合、事前協

議を実施し対応を決めております。 

太師森遺跡での間伐事業では、事業関係者の中で、当該地が遺跡であり、手続を要す

るとの認識がされていなかったことが、損壊に至ってしまった原因と考えております。 

 教育委員会では、ホームページにて、開発計画をしている場合には、事前に遺跡の有

無の照会を実施するよう周知しておりますが、本件を受け、今後は広報紙による定期的

な周知を図るとともに、開発窓口となる庁内関係部署と情報を共有し、再発防止に努め

たいと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） まず（１）遺跡の価値についてですが、太師森遺跡の価値に

ついては認識がほとんど合致していたので安心をいたしました。実は、私、今回、太師

森遺跡を勉強させていただき、私個人として石の文化の１つである石棺墓の風習、すな

わち特異な埋葬方法がどうして縄文中期後半から後期に、この中南地域に発生したのか

について大変注目をしております。 

１つ目に、この風習がこの中南地域で偶然に発生したのか、それとも違う文化の人、

あるいは考え方がこの中南地域に流入してきたのか。 

２つ目に、一般的には縄文時代には身分制度や貧富の差はなかったと推測されており

ますが、この中南地域にはあったのか。あったとすれば、身分制度がこの中南地域を含

む北東北から全国に伝わっていたのではないか。 

３つ目に、太師森遺跡がもしも特別な身分の人の墓地であったとするのであれば、こ

れはまさしく縄文時代の古墳なのではないか。 

以上のことについては、現段階では解明されておらず、この地域の縄文ロマンでもあ

ります。もっとも、現在この津軽地方には石を組み合わせた大石武学流庭園が多く残っ

ており、また亡くなった方をすぐに火葬するという、この地域だけの特異な風習もある

ことを考えると、もしかしたら太師森遺跡は、ここ津軽地域の歴史と文化の成り立ちを

明らかにする上で欠くことができない大事な財産なのではないか。縄文時代の研究が進

み、また、発掘調査方法も高度化した将来において、この遺跡が私たち平川市民の原点

を教えてくれるのではないかと考えると、太師森遺跡のすごさが分かるのではないかと

思います。 
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（２）遺跡の情報発信についてですが、太師森遺跡について当市として様々な情報発

信をしてきたことは分かりましたが、残念ながら私の周りの人に聞いても、ほとんどの

人がこの遺跡を知らない状況でした。このすごい遺跡のことを地元市民が知らないこと

は、とても不幸なことだと実感しております。私たちも含め市政の怠慢ではないかとい

うふうに思うわけであります。 

市民に対して、令和５年度平川市当初予算案では、ひらかわ文化財講座事業として縄

文をテーマに講演会を実施するということでしたが、これについては大いに実施してい

ただくとともに、先ほどもおっしゃっておりましたけれども、ぜひとも広報ひらかわに

て特集を組んでいただくなど市民への周知をお願いしたいと思います。 

また、市外の方向けには、ユーチューブ動画をアップしたり、青森県で実施している

世界文化遺産北海道・北東北の縄文遺跡群のＰＲ事業とタイアップするなどして、ＰＲ

の検討をお願いしたいというふうに思います。 

次に、（３）間伐事業での遺跡損壊に対する原因分析と再発防止策について再質問をさ

せていただきます。当市からの原因分析及び再発防止策については分かりました。正直

に申し上げれば、太師森遺跡における間伐事業での損壊は、昨年７月に開催された議員

説明会で教育委員会より報告がなければ、私たちも全く分からないところでした。先ほ

ど述べたとおり、平川市民のほとんどがその存在すら知らない太師森遺跡の損壊情報を

議員に報告してくれたことにまず敬意を表するとともに、教育委員会が太師森遺跡の価

値を十分に認識されていることがよく分かった気がいたします。今後、今回のような事

態を招かないためにも、市民を含む関係者がその価値を十分に認識していく必要がある

とともに、関係者間でいい意味でも悪い意味でも情報共有していくことが大事であると

私は考えます。 

そこで、もう一度質問ですけども、再発防止のために市役所内や関係団体において、

遺跡情報の陳腐化防止及び情報共有化など、具体的にどのように実施していきたいと考

えているのか当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 今回のような事案を防止するためにも、関係部署

における情報共有は非常に重要なことと認識しております。市役所内においては、年度

初めに掘削を伴う開発計画について各課に照会をし、事前の把握に努めるとともに、開

発窓口となる課に対して手順等を説明し、速やかに教育委員会に情報が伝達されるよう

な仕組みを構築してまいります。そのほか、市ホームページや広報紙で定期的な周知を

図るとともに、必要に応じて町会等を対象とした説明会も開催したいと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 分かりました。この情報がきちんと共有化し、また、陳腐化

しないように、教育委員会にはきちんと対応をお願いしたいと思います。 

なお、先ほど紹介したＮＰＯ法人平川市文化協会季刊紙の万華鏡において、葛西事務

局長は、記事の最後に、「経緯を調べて報告することが関係者、当事者の責任であり再発

防止につながる道だと思う」と述べております。私も同感ですので、教育委員会には文

化庁と今後の対応方針が決まりましたら、ぜひとも太師森遺跡を愛し、心配をなさって

くださっている市民の皆様への報告も、必ず実施していただきますようよろしくお願い
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申し上げます。 

（４）遺跡の保存・国史跡指定への取組について再質問させていただきます。先ほど

の答弁の中では、国史跡指定した場合に、様々な資金というかお金がかかるということ

をおっしゃられておりましたけれども、やはり私はここで一番の課題は、国史跡指定の

申請に土地所有者の同意がなければできないということなのではないのかなというふう

に思っています。遺跡の保存のために、当市が土地所有者から遺跡のある山を買い取っ

て管理できないか。その場合の課題も含めて当市の見解を伺います。また、そのほかに

も遺跡の保存のための制度や方法がないのか当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 総務部長。 

〇総務部長（對馬謙二） 葛西勇人議員の、市が土地の所有者から太師森遺跡の土地を

買い取って管理できないかと御質問にお答えいたします。購入に際しては、山の購入費

や造林木の補償費などを一時的に発生する、金額的には１億円を超える購入費用だけで

はなく、購入後は市有林としての維持管理費用等も発生することから、土地及び造林木

の買上げは困難であると考えます。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 私から史跡化以外に、保存のための制度や方法が

ないのかの質問にお答えいたします。貴重な遺跡を法規制の下、各種開発から保護する

仕組みが史跡指定となっており、そのほかの制度はございませんが、史跡指定に関わら

ず、土地所有者に遺跡の価値や保護について正しく認識していただき、協力を得て現状

のまま保存することも可能と考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 先ほどちょっと申し述べましたけども、大変貴重な遺跡であ

ると。ただ、その購入するに当たっては資金、また、整備費、維持管理費が１億円かか

るということで、なかなか難しいということは分かりましたけれども、また、その他の

有効な制度や方法というものもあまりないのかなということも分かりましたが、やはり

そうであってもですね、この遺跡を保存するために、もちろん再発防止策をきちんと徹

底することも大事ですが、やはり当市が所有者となり、遺跡を管理していくほうがやは

り私はよいのではないかと。文化庁のやはり保存強化策もですね、課題があると先ほど

述べました。 

 ですので、難しいというこう答弁ではございますが、教育委員会並びに当市には、引

き続き土地所有者や関係者との調整、交渉を粘り強く実施していただきたいというふう

にお願いいたしたいと思います。 

次に、（５）遺跡の活用について再質問させていただきます。１つ目の再質問ですが、

太師森遺跡の活用方法について、太師森遺跡の一般公開が難しいのであれば、バーチャ

ルリアリティーの仕組みやその他の方法などを活用して、平川市を訪れる観光客にのみ

太師森遺跡を疑似体験していただくことを検討できないか。その場合の課題も含めて当

市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 遺跡そのものの公開が難しい代わりに、現地を疑

似体験できるＶＲ技術を利用したデジタルコンテンツの導入は、大変魅力的なものだと
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考えております。実際に導入している史跡もあるわけですが、現時点でＶＲに活用可能

な画像、映像を保有しておりません。本遺跡で導入する場合は、一度全体を掘り起こし

た上で改めて撮影などを行う必要があるため、相応の時間や経費を要することとなりま

す。教育委員会としましては、文化センターでの展示に加え、講演会などの普及啓発を

しながら様々な活用方法について、今後、検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） バーチャルリアリティーの活用が難しいと、ようは素材が少

ないということは分かりましたけれども、一般公開が難しいと考えれば、やはりバーチ

ャルリアリティーを使った市内外へのＰＲ効果は高いと考えますので、ぜひとも引き続

き、知恵と工夫を持って検討をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

あわせて、市役所の中だけで考えるのではなくて、市民も巻き込んでアイデア出しを

しながら、太師森遺跡の活用方法を検討していくことを教育委員会にお願いしたいとい

うふうに思います。 

２つ目の再質問ですが、資料６（３）イについて、私は太師森遺跡のみならず中南地

域で唯一の縄文時代草創期の遺跡である碇ヶ関地域にある白沢遺跡や、平賀地域にある

堀合遺跡や、木戸口遺跡、尾上地域にある李平遺跡や、八幡崎遺跡など平川市にたくさ

んある代表的な縄文遺跡群を活用していくために、当市として蓄積された成果を確認し、

その保存活用に関する方針と計画等を内容とする平川市縄文遺跡群活用推進ビジョン、

これは仮称ではございますけれども、を作成し活用推進組織を立ち上げ、市内外にもっ

とＰＲしていくことを提言いたします。これについて課題も含めてその実効性について

当市の見解を伺います。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 今の御質問は、縄文遺跡を活用した、いわゆる推

進組織を立ち上げてという質問でございますけれども、それについて考えてるかどうか

ということになりますけれども、まず課題としましては、現在市ではたくさんの発掘調

査をして、それの箇所というのはたくさんあるんですけども、その発掘調査終わったと

ころにつきましては、遺跡として整備しているところはありません。というのは、開発

に伴い記録保存のために発掘調査を行っていることから、発掘調査が終わった後は、そ

こに道路とか施設が建設されていることから、発掘調査イコール遺跡がなくなると、そ

ういった形になりますので、仮に現地をこう回るような利活用を考えても、開発後の状

況を見れるけれども、例えば行って遺跡を見れるとか、そういったちょっと体感をでき

るような状況ではないということにあります。こういったことからも、利活用等がまあ

難しい状況であることから、なかなかそういった、例えばプロジェクトチームを立ち上

げて検討するという、そういったところまでの考えまでには至っていないというところ

でございます。 

〇議長（桑田公憲議員） 葛西勇人議員。 

〇１番（葛西勇人議員） 私が言いたいのは、その体感できる、できないではなくて、

やはり記録保存であってもその遺跡の価値とか、例えばその遺跡群がどういう関連性が

あるのかとか、そういったことも含めた形でやはりこの活用を私は考えていくべきなの

ではないのかなというふうに考えているところであります。今日は全般的には、その遺
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跡の価値は分かっているのであろうけれども、その保存とかその何て言うんですかね、

活用についてはあまり前向きな答弁がないのかなというふうなことを実感していまして、

議員としてもですねちょっと寂しい気がいたします。 

特に教育委員会はこういう史跡、遺跡についてはですね、もっとＰＲしていくことを

考えていくことが大事であって、できないことを考えていくものではないのではないか

というふうに思っています。先ほど私述べましたけれども、この遺跡について、これか

らですね青森県にこの縄文遺跡群の世界文化遺産を見に来るわけでございます。平川市

だけ素通りされていくような状況です。正直に申し上げますと、文化センターにあるあ

の展示もただ置いてあるだけじゃないかと、あれをどう活用して市民にアピールしてい

るのかと、いうところがですね私には全く分からないというような状況です。 

先日、経済的な調査もしたときに、やはり大きく書かれていたのは平川市はですね稼

ぐ力がないと。そういう文化的な遺産も活用していない。みんなどこの地域の方もです

ね平川市のこと言うとみんな言うんです。平川市は文化遺産、非常にいいものがあるん

だけれども全然活用していない。ちょっとまあ寂しい思いがします。 

私が実は述べたこの平川市縄文遺跡群活用推進ビジョンというものに関しては、これ

は実は青森県がですね世界文化遺産に向けて立ち上がるときに、こういった名前をつけ

ているんです。平川市もですね、ぜひとも市民の皆さんが１つの目的に向かっていくよ

うな、そういったビジョンをぜひとも平川市教育委員会には作っていただきたい。活用

推進組織についても話がありましたけども、平川市内に実はこの太師森遺跡を愛する人

たちがかなりたくさんいます。市民には浸透してませんけど。ですので、そのことをで

すね、やはり私は教育委員会には、ぜひとも引き続き検討をお願いしたいというふうに

思っております。 

最後に、この太師森遺跡、平成20年かな、国史跡指定を申請できずにいたということ

でございますが、弘前市にある大森勝山遺跡は国史跡指定を受けて世界文化遺産に登録

されております。あのとき、平川市のこの太師森遺跡がもし国史跡指定を受けていれば、

皆さんがもっと努力して町会と交渉していれば、平川市の大きな大きな資源と、観光資

源となったのではないかと私は考えています。 

最後に、太師森遺跡を世界文化遺産である北海道・北東北の縄文遺跡群に追加登録で

きないか私も調べたり、聞いたりしてみましたが、やはり簡単にはできそうではありま

せん。私も心が折れかけた頃、偶然にも今年２月19日付東奥日報の縄文を生きるに、前

述の世界文化遺産登録に貢献された三内丸山遺跡センター長、岡田康博氏が記事を掲載

されており、その最後に「太師森遺跡はまさしく幻の史跡、いまだに残念であるが、世

界遺産への仲間入りの夢を諦めたわけではない」と力強く述べられておりました。太師

森遺跡の地元である私たちが諦めてどうするんですか。決して諦めてはなりません。 

今日の答弁は後ろ向きの答弁ではありましたけれども、時間がかかってもいいので、

まずは当市として保存の活用に関する方針、計画を策定し、推進組織を立ち上げるなど、

一歩一歩環境を整備していき、太師森遺跡を中心とした平川市縄文遺跡群を世界文化遺

産追加登録実現しようではありませんか。そのように当市にお願いを申し上げまして、

時間になりましたので、私の一般質問を終わります。 

〇議長（桑田公憲議員） 以上で、１番、葛西勇人議員の一般質問は終了しました。 
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 昼食等のため午後１時まで休憩いたします。 

 

午後12時00分 休憩 

午後１時00分 再開 

 

〇議長（桑田公憲議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第11席、３番、中畑一二美議員の一般質問を行います。 

 質問席へ移動願います。 

 （中畑一二美議員、質問席へ移動） 

〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員の一般質問を許可します。 

〇３番（中畑一二美議員） ただいま議長より一般質問の許可を頂きました、第11席、

議席番号３番、公明党の中畑一二美でございます。 

 まず質問に入る前に、昨年の12月議会において、リトルベビーハンドブックの導入を

お願いいたしました。答弁では、基本的には県で作成するべきものであり、市で作成す

ることは現実的ではないということで、母子健康手帳に貼り付ける発育曲線グラフの用

紙を希望者に配布するということでありましたが、先日、「小さく生まれた赤ちゃんのマ

マとパパへ」、という母子健康手帳のサブブック的な冊子を希望者に無料配布していただ

けるということでありました。大変ありがとうございました。 

 子育てしやすさナンバーワンを目指す平川市は、そういった不安を抱える保護者の気

持ちにも寄り添ってくれる市であるということを、さらにアピールすることができたの

ではないかと思っております。 

 私のところにも、ほかの自治体の議員からも、どういう内容かという問合せを頂いて

おります。これからも子育て世帯の方々が、どんどん平川市に転入していただけるよう

な施策を増やしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは通告に従い順次質問をさせていただきます。 

 今年は統一地方選の年であります。これから次々と選挙が続きます。今年の１月22日

に今年最初の選挙が、五所川原市議会議員選挙とつがる市議会議員選挙として行われま

した。 

 つがる市議会議員選挙は、21時頃、夜の９時頃に大勢が判明いたしました。それに対

し五所川原市議選は22時30分、午後10時半頃に大勢が判明いたしました。 

 五所川原市の開票が始まったころには、既につがる市の大勢が早々と判明したわけで

あります。その理由は、１月22日の投票日当日の閉鎖時刻、投票が終了する時刻ですね、

これが五所川原市は通常の20時、午後８時でありましたが、つがる市は18時、午後６時

が閉鎖時刻だったからであります。 

 そこで１の投票に関することについて質問をいたします。 

 まずは（１）投票時間についてであります。平川市の多くの投票所の閉鎖時刻は20時

までとなっており、各投票所の投票管理者や投票立会人、そして投票事務に従事する市

職員の方々は、朝６時半から20時まで長時間にわたる業務となっております。また中に

は、その後に行われる開票作業に引き続き携わっている職員も多数いるということであ

りました。20時に終わり、各投票所から投票箱をひらかわドリームアリーナへ運んでき
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て、20時45分から開票作業が始まります。そして終了するのが早ければ22時ぐらい、国

政選挙はもっと遅くなるということでありました。 

 実際、昨年の参議院選挙では私も立会人として参加をさせていただきましたが、終了

したのが午前２時頃でありました。職員の皆さんは、家に帰って四、五時間後に、また

すぐ出勤しなければなりません。寝不足で危ない。また、仕事の能率も上がらないので

はないかというふうに考えております。 

 つがる市の選挙管理委員会に確認をしたところ、つがる市では、市が執行する市長選

と市議選は冬に行われることもあり、地吹雪などの道路事情を考慮して、全投票所の閉

鎖時刻を18時に早めており、開票時刻も19時からとしているとのことでありました。ま

た、議員の中には、結果を早く知りたいから賛成だという方も何人かいたそうでありま

す。 

 まずは、県内で全投票所の閉鎖時刻を繰り上げている自治体がどれくらいあるのか、

お知らせいただきたいと思います。 

 私としては、期日前投票の制度もかなり定着していることから、市が施行する選挙に

ついては、投票所の閉鎖時刻は18時に早めても、投票者に支障を来すこともなく、さら

には投開票に従事する方々の負担も軽減されるのではないかと思っておりますが、市選

管の御見解をお伺いいたします。 

 これに付随して、令和元年度に執行された平川市議会議員選挙当日の18時から20時ま

での投票者数とその占める投票率、そして全体にかかる投票率、そして令和４年の参議

院議員通常選挙、令和３年の衆議院議員総選挙、そして令和元年の平川市議会議員選挙、

それぞれの期日前投票の投票者数と全体に占める投票率を併せてお知らせいただきたい

と思います。 

 次に、（２）不在者投票のオンライン化についてお伺いいたします。平川市の不在者投

票の流れについてでありますけれども、まず、不在者投票をしようとする際には、告示

後に、平川市選挙管理委員会事務局へ不在者投票宣誓書兼請求書という書類を郵送また

は持参をして、投票用紙を請求する必要があり、投票用紙を入手するだけで日数や手間

がかかるため、面倒くさいということで投票をあきらめている方が、相当数いるのでは

ないかと思っております。 

 まず、現在の不在者投票のやり方で、市外に滞在をし、施設や病院を除いた不在者投

票、これまで利用した人数をお知らせください。 

 次に、マイナンバーカードを用いて、マイナポータルを活用することで、請求書を郵

送することなく、不在者投票の投票用紙をオンラインで請求できるようになっており、

郵送などの日数が短縮されることから、オンラインを活用している自治体もあると聞い

ております。不在者投票制度の利便性が向上すれば、単身赴任者や学生などの市外滞在

者の利用も増え、投票率向上にもつながってくるのではないかと思っております。平川

市においても、ぜひ不在者投票のオンライン化を実施していただきたいと思いますが、

御見解をお伺いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（大川武憲） 中畑一二美議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、県内で全投票所の閉鎖時刻を繰上げている市町村についてでございますが、お
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調べしたところ、国、県が執行する選挙については、繰上げしている市町村はございま

せんでした。市町村が執行する選挙については、12市町村ございました。 

 次に、全投票所の閉鎖時刻の繰上げについてお答えいたします。現在、当市の投票所

は、一部の投票所を除き、公職選挙法に定めるとおり、午前７時から午後８時までとな

っております。投票所の開閉時刻については、公職選挙法で、選挙人の便宜のため、ま

たは投票に支障を来さない場合に限り、投票所開始時刻の繰上げや繰下げ、または閉鎖

時刻の繰上げができるとされております。 

 さて、議員御指摘のとおり、選挙の際には、それぞれの投票所や開票所において、大

変遅い時間まで事務に従事していただいております。開票は、場合によっては12時を超

えることもあり、従事される方の大変な負担となっていることは選挙管理委員会として

も承知してございます。 

 しかし、従事されている皆様の負担軽減のために、投票所の閉鎖時刻を繰上げること

につきましては、公職選挙法で規定する要件に該当しないため、できないものでありま

す。 

 閉鎖時刻を繰上げしている12市町村については、主に18時以降に投票される方が少な

いという理由から、閉鎖時刻を早めておりますが、当市の現状は、18時以降に投票され

る方もまだ多く、投票所の閉鎖時刻を早めることは、こういった方が投票の機会を失う

ことや、市民サービスの低下につながりかねません。 

 このような理由から、投票所の閉鎖時刻については、現状のままとさせていただきた

いと考えております。 

 次に、不在者投票のオンライン化についての御質問にお答えいたします。議員御指摘

のとおり、不在者投票については、不在者投票宣誓書兼請求書を選挙管理委員会事務局

へ郵送または持参により、投票用紙を請求する必要があり、投票用紙を入手する段階で

日数がかかるものとなっております。 

 議員御提案の不在者投票のオンライン化については、投票用紙が手元に届くまでの日

数が短縮されることとなり、不在者投票制度の利便性向上につながるものでありますの

で、できる限り早く実施したいと考えております。 

 このほかの御質問は、事務局長より答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 選挙管理委員会事務局長。 

〇選挙管理委員会事務局長（佐藤 崇） 私からは、はじめに平川市議会議員選挙の18

時から20時までの投票者数など、具体的な数字につきまして答弁いたします。 

 まず、令和元年執行の市議会議員選挙において18時以降に投票された方は1,163人で、

当日の投票者数に占める割合は11.1％となります。 

 次に、期日前投票の割合についてですが、令和４年の参議院議員通常選挙において期

日前投票をされた方は、5,898人で46.6％、令和３年の衆議院議員総選挙において期日前

投票をされた方は、6,431人で45.0％、令和元年の平川市議会議員一般選挙において期日

前投票をされた方は、6,236人で36.8％となっております。 

 次に、市外に滞在している方で、施設や病院を除いた不在者投票をした方の人数につ

きまして答弁いたします。 

 直近の選挙でお答えいたしますと、令和４年の参議院議員通常選挙において不在者投
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票をされた方は12人、また、令和３年の衆議院議員総選挙において不在者投票をされた

方は８人、令和元年の平川市議会議員一般選挙において不在者投票をされた方は４人と

なっております。 

〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員。 

〇３番（中畑一二美議員） はい、分かりました。まずはそうですね、18時から20時ま

での投票者数が1,163人、11.1％ということで、かなりの方が投票されてるってことで非

常に厳しいと、ここが少なければいいってことですよね。ほかの自治体は、そういう形

でやっているということでございます。そして期日前投票に関しましては、やはりパー

センテージでいくと平川市の選挙が36.8％、次の令和３年の衆議院議員選挙では45％、

そして去年の参議院議員選挙では46.6％ということで、期日前のほうも年々回数重ねる

たびに期日前投票率が上がってきてるという、浸透してきてるのでございます。そして、

先ほど委員長のほうから答弁いただきましたけれども、閉鎖時刻を18時にするにはちゃ

んとした理由がないと駄目だと、県の許可を得なければならないということを聞いてお

りました。 

 私は理由としては、投開票従事者の働き方改革のためということで、それを理由にで

きないものかなというふうに考えているわけでありまして、選挙は頻繁にあるわけでは

ございません。ですので、今までどおりでいいというふうに思われるかもしれませんけ

れども、それこそ時代も変わってきておりますので、そして先ほどもありましたように、

期日前投票もかなり浸透してきているということでございます。 

 県の選挙や国政選挙ではもちろんできませんけれども、４年に１回の市長選挙と市議

会議員選挙は、市の選挙管理委員会が執行できる独自の選挙であります。国政選挙との

同時選挙があれば別ですけれども、この時間ですね、心配されている18時と20時混同さ

れると、そういった心配もされてると思いますけれども。つがる市においても一切苦情

はないと、かえって早く終わるので従事者も喜んでいるということでありましたので。

実はこの質問すれば、職員の従事者から日当が減るからその質問するなというふうに、

ひんしゅく買うのではないかと心配をしていたわけでありますけれども、実際は時間制

ではなくて、日当制だということでありましたので、今回、安心して質問させていただ

きました。 

 また、現在ですね、厚生労働省で推進しておりますけれども、働き方改革の一環で勤

務間インターバル制度っていうのがあるんですね、これは１日の勤務が終了して、翌日

の出社するまでの間に、一定時間の休息時間、インターバルですね、これを設けること

で働く方の生活時間や睡眠時間を確保するというものであります。今現在、ネットで調

べましたら、ニトリとか、そういった大企業でしか今やってないみたいですけれども、

これは努力義務となっておりますので、将来的にはですね、こういうことも考えていか

なければならないんじゃないかなというふうに考えているところであります。 

 ここで従事者の皆さんの立場に立ってですね、平川市の選挙だけでも何とかそういっ

た思い切った改革することができないかどうか、委員長もう一度御見解願いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（大川武憲） 先ほど事務局長が答弁しましたけども、令和元

年の市議会議員選挙においては、18時以降に投票された方が11.1％と高い率を示してお
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ります。 

 あくまでも選挙は事務従事者のものでありませんし、選挙人のためでございますので、

やはり１票でも尊重しなければならないという立場から、できるだけ時間を精一杯使い

たいということで、変更の気持ちがないということで答弁させていただきました。 

〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員。 

〇３番（中畑一二美議員） 分かりました。立場上少しでも投票する方を増やすために

いろいろやってるわけですので、ここはあとは質問をいたしません。 

 別な質問をさせていただきます。令和３年12月議会において、投票所の雰囲気が静か

で重苦しい、動作を監視されているようで嫌だったという声を受けて、ＢＧＭを流すな

ど雰囲気を変えれば、気軽に投票所に行く人が増えるのではないかという質問をさせて

いただいたわけですけれども、その後の対応をお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 選挙管理委員会事務局長。 

〇選挙管理委員会事務局長（佐藤 崇） お答えいたします。令和４年に執行した参議

院議員通常選挙において、試験的にＢＧＭを流して、有権者のニーズを確認するために

アンケート調査を実施しました。 

 調査は、参議院選挙投票日の当日にＢＧＭとして、オルゴールの音によるＪ－ＰＯＰ

ソングを流して、投票所で投票を終えた有権者の方にアンケートの回答を依頼し、回収

しました。調査した投票所は、第２区の大光寺コミュニティセンターと、第17区の高木

会館で実施し、回答数は111人でした。 

 調査の結果、投票所にＢＧＭが流れていたほうが投票しやすかったですかという質問

に対し、はいと答えた方が48％とする一方で、どちらともいえないという意見も49％で

ありました。このことから、引き続き今後の選挙においても、別な投票所でまた調査を

実施してまいりたいと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員。 

〇３番（中畑一二美議員） 引き続きまた、お願いしたいというふうに思います。 

 もう１点再質問させていただきます。これも令和３年12月議会で質問をさせていただ

きましたが、平川市ではタクシー会社に依頼をし、投票所までの移動が困難な方を最寄

りの期日前投票所まで送迎する、移動支援を実施しておりますが、令和４年の参議院議

員通常選挙と令和３年の衆議院議員総選挙の利用実績をお知らせください。また、この

移動支援を継続するのかしないのか、今後の対応についても併せてお伺いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 選挙管理委員会事務局長。 

〇選挙管理委員会事務局長（佐藤 崇） 当市では、長距離の自立歩行が困難な方で、

ほかに移動手段がない方、また、投票所までの距離が離れているが、移動手段がない方

に対し、期日前投票の期間中にタクシー会社に依頼して、自宅近くのバス停周辺から、

イオンタウンを除く最寄りの期日前投票所の間を送迎する、移動支援のサービスを実施

しております。 

 その実績でありますが、令和４年の参議院議員通常選挙では利用者は２人、令和３年

の衆議院議員総選挙では３人の利用がございました。 

 今後でございますが、引き続き、交通手段の確保が難しい人への投票機会の確保の観

点から、実施してまいりたいと考えております。 
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〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員。 

〇３番（中畑一二美議員） 利用者非常に少ないと思います。周知すればもっと増える

可能性はありますけれども、やはり対象者、こう個別に分かるんであれば、個別にその

こういうのあるよということで、チラシ入れるとか、そういった対応も必要かなという

ふうに思います。 

 とにかくこの投票率向上のために、いろいろと提案させていただいたわけであります

けれども、やはり何か新しいことをやろうとしても、なかなか簡単にはいかないという

ことでございました。これから次々と選挙これ行われますので、ぜひ無事故で無事に終

了することを願っております。 

 それでは次の質問に移ります。本年１月23日に、先ほど葛西勇人議員からもありまし

たけれども、一緒に行政視察に行かせていただきました。その中の１つに、この学校教

育改革プランについてということで、先進地である茨城県の守谷市に、お邪魔をさせて

いただきました。 

 この守谷市の教育改革は文部科学省からも注目されており、萩生田光一元文科大臣や

永岡桂子現文部科学大臣も視察に訪れ、日本一だと言われるほどすばらしい教育改革を

行っております。マスコミにも多数取り上げられております。まさかこういうところだ

とは知らずに行ったわけでございますけれども、あまりにもこの内容が濃く、多岐にわ

たっておりますので、簡単には説明できませんけれども、この守谷市の教育改革は、今

までの形を変えて、教員の意識を変えることによって、子供、教員、保護者の３者の幸

せを実現するための画期的な手法であります。 

 少しこの守谷市はどういうところか説明させていただきますけれども、非常に大きな

市ではありません。都心から40キロメートル圏内にあるつくばエクスプレスっていう電

車開通したわけですけれども、都内のベッドタウンであります。ベッドタウンに特化し

たような市でありまして、毎年人口が増加しております。 

 現在の人口は約６万9,000人、そんな大きなわけでもないです。平川市の2.3倍であり

ます。ここはやはり教育環境が充実し、子育て世代も安心して暮らせる環境が整ってい

るため、15歳未満の、要するに中学校までの子供の人口割合が、茨城県内で第１位、ま

た、ＩＣＴ整備状況と教員のＩＣＴ活用力等を評価するランキングにおいても茨城県内

で第１位と、非常に質の高い教育環境が保障されているということもあって転入者が増

えている。そういうことも要因となっているようであります。 

 さらには守谷市の教育費は、何と予算全体の約15％占めております。どれだけ教育に

力を入れているのかが分かるかと思います。ちなみに平川市の教育費は、令和４年度で

9.5％、そして令和５年度で7.2％と、約倍の予算を使って教育に力を入れているという

ところでございます。 

 これも令和２年から、今から４年前から、この改革を実施したわけであって、それま

ではまあ普通のどこにでもある通常の自治体の教育をしていたわけであります。 

 この守谷市では、小学校と中学校の数は平川市と全く一緒です。９つの小学校と４つ

の中学校。生徒数が合わせて約6,000名、平川市は約2,000名です。生徒数で約３倍人数

があると。 

 私はこの平川市は冒頭にも申し上げましたけれども、子育て支援に関しては県内ナン
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バーワンというふうに思っております。さらに、この子育て世帯の方々が、子供たちに

この平川市でぜひ教育を受けさせたいと言われるような、教育環境を整備することによ

って、この子育てしやすさナンバーワンの平川市をさらにバージョンアップさせてです

ね、子育て教育ナンバーワンの平川市として売り込むことができれば、子育て世帯の転

入者、もっともっと増やすことができるのではないかというふうに思っております。だ

いぶ前置きが長くなりましたけれども、それでは質問に移らせていただきます。 

 ２の学校の教育改革について質問をいたします。（１）２学期制の導入について質問を

いたします。近年、全国的に、この教育現場における、勤務状況の改善が必要であると

の報道を目にする機会が増えております。教員の働き方改革の推進は、当市においても

課題の１つではないかと感じております。学校のこういった制度的な改革を中心とした

教育改革が進むことは、こうした課題の解決につながり、子供たちと日々接している教

員にゆとりが生まれ、最終的には子供たちへの質の高い教育の実現につながるものと考

えております。 

 今回、この守谷市の話をするわけでありますけれども、この平川市が駄目だというわ

けではなくて、やはりこの日本一だと言われているそういう改革プランってあるんです

けれども、そういうところ、いいところをぜひまねていただきたい。それがこの子供た

ちに対する教育の充実につながっていくということでありますので、いろいろ言います

けれども、別に気にしないでくださいって言うわけではありませんけども、あくまでも

そういうところのやり方をぜひしていただきたいということでの質問でございます。 

 比較的手がけやすいのが、この２学期制の導入だと思います。現に２か所ほどやられ

ているという話も伺っておりますけれども、教育委員会が主導して、この制度を市全体

に取り入れることが可能かどうか。また、当市におけるその実態と、２学期制のメリッ

ト、デメリットも併せて御見解をお伺いしたいと思います。 

 次に（２）の授業時間及び部活動についてであります。これも守谷市の話を持ち出し

て申し訳ありませんけれども、守谷市も平成30年までは、通常の授業計画でやっていた

わけです。だだし教員の勤務終了時刻は、大体16時20分から30分というふうに聞いてお

りますけれども、それまでの授業計画では絶対にその時間に帰れないと。なぜかという

と６時間授業をやってるわけで、終わってから帰りの会とかなんだかんだやって、職員

室に帰ると、もうその時間に迫っていると、自分の時間がなかなか取れないということ

から、どうしたらその終了時刻に帰れるのかっていうのを逆算して、毎日のカリキュラ

ムを大きく変えることが必要だということで、令和元年から、実際このプラン実施され

たわけですけども、この６時間の授業を月・水・金の週３回、５時間授業にしたそうで

あります。 

 そうしたことによって、教員自身の使える時間が週３時間増えて、余裕が生まれたこ

と。また、子供たちも明るいうちに早く帰るということで、防犯上の理由でもあります

けれども、防犯上も心配なくなったということでございます。教員も子供たちも、この

自分の時間を多く持てるようになったということで、非常に喜んでいるということであ

ります。 

 しかしながら、年間の授業時間数っていうのが決まっておりますので、週３時間も減

らすと、どっかで授業時間カバーしなきゃいけないわけです。そこでこの守谷市では、
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３学期制だったものを前期と後期の２学期制にして、この１学期分の始業式と終業式、

この２日分をその授業のところに持っていたと。もっともっと足りないわけであります

けれども、その足りないところは夏休みを短縮させて、年間でですね、その辺は調整し

てカバーしたということであります。 

 また、中学校の部活動においても、中学校も週３日、５時間授業ということでありま

すので、授業と同じ感覚でですね、１コマ50分で見て、この月・水・金の週３日の５時

間授業の日には２コマですね、まず２時間。火曜日が１コマ。木曜日は部活動なし。土・

日はどちらかを３コマ３時間ぐらいの部活動時間をするだけ。第１・第４月曜日も部活

なしということで、さらには、この部活終わる終了時刻を16時40分と中学校で決めて、

16時50分には下校させるということを徹底的に行ったわけであります。 

 また、そのいろいろ考えてですね、３シーズン制も導入しております。何かというと

通常のシーズンと別個に中体連や新人戦があると、そこはちょっと多めに時間を取って、

集中的に練習させると。あとはオフシーズンあまりそういう大会とか関係ないときは、

また練習時間若干減らして調整すると、そういったことでシーズンごとに部活の練習時

間を分けて実施をしているということであります。 

 我々も昔から言われておりましたけれども、部活の練習は、長くやればやるほどうま

くなるという考えが、教員にも生徒にも保護者にも強いわけでありますが、スポーツ科

学の知見からは否定されてると。なぜかというと、当然練習時間が長くなれば長くなる

ほど、けがや障害になる確率が高くなると、そういうことが実証されてる。しかもこの

短時間で練習をすることによって、だらだら練習してるわけではないと思いますけれど

も、短時間で練習することによって集中力が高まる。ですから、その大会試合の成績も

ほとんど変わらないということが証明されております。 

 こういった施策を、当市としても積極的に教育委員会主導で進めてはどうかと思いま

すけれども、教育委員会としての御見解をお伺いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長。 

〇教育長（須々田孝聖） まず、２学期制に関しての当市の実態、メリット、デメリッ

ト、導入に関する教育委員会の見解についてお答えします。 

 教員の働き方改革の推進については、当市においても課題の１つであると捉えており

ます。タイムカードの導入や教育委員会主催の学校行事の削減など、これまで市が主導

して進めてまいりました。 

 議員御指摘のとおり、２学期制導入など学校の制度的な改革を中心とした教育改革は、

アプローチの１つとして貴重な御意見であると受け止めております。当市における２学

期制の実施でありますが、現在、市内では１校のみとなっております。松崎小学校です。 

 次に、２学期制のメリット、デメリットでありますが、主に10月初旬を区切りとする

２学期制は、通知表等を作成する機会や、長期休業を境とする終業式、始業式の回数が

減ることとなり、それにより教職員の事務作業の軽減につながるなどのメリットがあり

ます。 

 一方、デメリットとしては、長期休業に向けた、生活指導的な話をする場面がつくり

にくいことや、それから保護者面談等において、通知表、通信簿を基にした教育相談が

進めにくいことなどが挙げられます。 
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 ２学期制につきましては、現在実施している１校以外にも、以前は導入していたとい

う学校もありましたが、メリットやデメリットを勘案し、再び３学期制に戻したという

のが実情のようです。現在は、２学期制と３学期制の両方のよさを合わせて、通信簿で

すね、成績のみを２学期制として行っている学校が多いというのが実態です。 

 教員の負担軽減は非常に大切なことではあります。それぞれの学校の実態に応じた導

入が有効であると考えております。今後も、教員の働き方改革も踏まえた質の高い教育

が実現されるよう、教育委員会からも指導・助言してまいりたいと思いますので御理解

をお願いいたします。 

 次に、授業時間設定の工夫やこれに連動させた部活動の実施日数の設定についてお答

えします。 

 まず、授業時間設定の工夫については、議員御指摘のとおり、５時間授業の日を増や

し、教員が放課後に業務を行う時間を確保するという発想は、教職員の働き方改革に対

し非常に効果的な方策であるという印象を受けております。 

 しかしながら、学習指導要領によって年間を通して取り組むべき授業時間の下限が定

められております。５時間授業の日を増やした場合、長期休業期間や学校行事等を大き

く削減し、教科指導の時間を確保するといった対応が必要になると考えられます。 

 この場合、本県のように夏季休業、夏休みです、夏季休業期間が短く、冬季休業期間

が長い地域においては、必然的に冬季休業期間の大幅削減を行う必要があり、雪深い地

域の子供の登下校を考慮しますと、簡単に踏み出せないそういう状況があると考えます。

こうした地域性や教育的効果の面からも、現状では一律に教育委員会から施策を求める

のは難しいと考えております。 

 続きまして、部活動の実施に関連した勤務軽減の工夫についてお答えいたします。 

 当市では、部活動指導に関するガイドラインを令和元年度から各校に示しており、平

日の部活動は２時間、休養日も１日設けることとしております。また、来年度からは文

部科学省の教育施策として、地域の実情に応じた部活動の地域移行が段階的に始まる予

定であり、場合によっては、部活動への教員の関わり方について、部活動指導時間の必

要性がなくなるなど、大きな変革がなされることも想定されます。今後は、その推移を

見守りながらタイミングを逃さず、着実に対応していくことが大事であると考えており

ます。 

 議員御提案の、教育委員会主導での授業時間工夫による部活動の活動時間短縮につき

ましては、教員のゆとりや子供たちのけがへのリスクにも御配慮いただいた上での御提

案であると考えますが、これまでの取組を意識的に実践させることに併せ、今後の国や

県の動向にも注視しながら、教員の働き方改革への取組を進めてまいりますので、御理

解くださいますようお願いいたします。 

〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員。 

〇３番（中畑一二美議員） 平川市の教育委員会の考え方が、今の答弁で分かりました。 

 今回、来年度予算でですね、校務支援システムこれが導入される予定となっておりま

すけれども、小学校でパソコンの入替え含めて約6,000万円、中学校で約2,500万円の合

わせて約8,500万円が予算計上されております。今回は新規導入ということなので、そう

いったイニシャルコストがかなりかかるわけでありますけれども。この毎年のランニン
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グコストがどのくらいかかるのか。また、併せてこの校務支援システムの内容ですね、

お知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） それでは、校務支援システムについてお答えいた

します。これにつきましては、令和５年度当初予算に、小学校・中学校管理費に校務支

援システム導入委託料として計上しております。このシステムの内容ですけれども、こ

れは学校での成績処理だけではなく、グループウェアの機能も有していることから、教

職員間によって情報共有も含め、広く校務と呼ばれる業務全般を実施するために必要と

なる機能を有しているシステムとなります。 

 例えば、具体的には、児童生徒の基本情報に関しては、出欠だったり、成績、健康状

態、日々の様子や生活情報などの管理、これが一元管理できることとなります。また、

教職員で見ますと、出欠管理、成績処理、年間指導計画の作成やそのほかのデータ化し

ての管理、また、このほかのグループウェア機能を有することから、教職員間での情報

共有、各種申請とか報告会議、いろんなものにペーパーレス化も促進されると。そのほ

かとしましては、保健系の機能も有してまして、例えば健康診断の結果管理とか、健康

管理こういったものの機能を有しているシステムとなります。 

 今まではこれらについては、個々の教員でそれぞれで管理してたわけですけれども、

このシステムを導入することによって、校務で取り扱う全ての情報を、まず一元管理で

きると、その一元化したデータもそれぞれの教職員間で、グループで共有できますので、

引用してまた使うことができるということで、こういったことを含めると、教員の負担

軽減と長時間労働の削減が期待できると。こういったようなシステムとなっております。 

 ランニングコストのお話がありましたけども、当初予算では導入委託料としましては

小・中学校合計で3,404万1,000円となりますで、このシステムにつきましては、クラウ

ド環境での導入を予定しております。このため、現在運用している学校ネットワークや

各種支援ソフトで使用しているデータセンターに、新たにサーバを設置することを想定

しております。自庁にサーバを設置しなくてもいいことから、今回の導入費用の中にラ

ンニング費用を含めているという形になっておりますので、導入後の保守費用はかから

ないこととなります。 

 その他のランニングコストとしましては、通信費につきましては既存のネットワーク

回線を使用することから、通信費が追加で必要となることはないんですけれども、デー

タセンターに新たにサーバを設けることで、それについては利用料がかかります。それ

が月額３万6,000円、年額で43万2,000円の費用がかかるというのが、この別にかかるラ

ンニングコストということになります。 

〇議長（桑田公憲議員） 中畑一二美議員。 

〇３番（中畑一二美議員） ランニングコスト、そんなにかからないということで安心

しました。これ慣れるまで大体半年ぐらいかかるんじゃないかと話も聞いておりますけ

れども、プレッシャーではないんですけどね、やっぱりこれせっかく入れるわけであり

ますので、もう県内でも何箇所も入れてるところないっていう話聞いてました。 

 八戸市と青森市と東通村あともうちょっとあるみたいですけど、弘前市でも入れてな

い、黒石市でも入れてない、そういうわけでありますので、ぜひですね１日も早く、使
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いこなせる、使いこなせないと意味ないので、それもまたＩＣＴ得意な方だといいんで

しょうけども、不得意な先生もいるかと思いますので、その辺しっかりですね、１日も

早く慣れるようにお願いしたいと思います。 

 ちなみにちょっとまた守谷市の話しますけれども、初日に原田 淳議員から教科担任

制の話、質問がされてましたけれども、ここの守谷市では教科担任制、当然実施をして

おりまして、この教科担任制の先生方を県から待っててもしょうがないので、ここでは

市の予算で、市の経費で雇用していると。理科の先生が７名、音楽４名、図工４名、15

名を市の予算で雇って、そういう学校に配置しているということでありました。 

 あとそのほかにですね、ここの守谷市はＡＬＴと言って、外人の先生です、ＡＬＴを

各学校に、全校に配置しているということであります。さらには、英語教育にも非常に

力を入れてましてですね、これも当市でもやっておりますけれども、英検の受験料半額

助成、これはうちのほうでも導入しておりますけれども、それをやってですね、なんと

全国平均の合格者が、全国平均は25％ぐらいなんですけれども、なんと守谷市は55％も

合格している、３級だと思いますけどね、合格しているということで。 

 なおかつそのほかにですね、ＤＭＭ.comっていう会社ありますけれども、そこと契約

をして、年間予算なんと500万円かけてですね、１人にその１人のネイティブティーチャ

ーですね、外国人がこうやり取りできる、そういうシステムをやってまして、英語で直

接その英会話をやる、そういうシステムを使っているということで。非常にやはり私も

親としては子供がいれば、そういったところに通わせたいなというふうに思う、本当に

魅力的なそういうことをやっておりますので、ぜひともですね、先ほど葛西勇人議員の

ほうからもありましたけれども、ここに本当は行って、実際に話聞いてもらえれば、た

った４年でこういう全国の日本一と言われるぐらいになってるわけですので。もし行け

ないのであれば、例えばオンラインで研修受けるとか、そういうこともやってもいいの

ではないかなというふうに思います。 

 それで、できることできないこと、当然地域性みんなありますので、全てを守谷市の

ようにやればいいというわけではありません。守谷市で、今回の視察で印象に残ったこ

とは、とにかくどんどん真似をしましょうということでありました。我々も何も知らな

いことをやるときは、誰かのまねをして覚えていくわけでありますので。ですから、分

からないことはどんどん先進地にまねをして、合わないところがあれば、そこをカスタ

マイズして、自分のところに合ったものに変えていけばいいわけでありまして、当然成

功したところのまねをすれば成功する確率は高いわけでありますよね。ですから、こう

いったチャレンジどんどんしてほしいと、チェンジとチャレンジということをやってほ

しいと、当然新しいことをやるには意識改革が必要となります。 

 今回のこの視察では意識改革、この教育改革においては、特に教員の意識改革、やっ

ぱり今までやってきたものを変えられると抵抗があるわけでありますので、そこは教育

委員会主導でやることはやっていくということをしなければ、そういったいいふうに変

わって行きませんので、そこはぜひお願いしたいなというふうに思います。 

 何もやらなければ何も変わらないということで、先日、工藤秀一議員もおっしゃって

おりましたので、とにかく知恵と工夫を出し合って、いろんなことにチャレンジしてい

くことによって、平川市もいい市になっていくものと思いますので、どうか協力してや
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っていきましょう。よろしくお願いします。一般質問を以上で終わります。 

〇議長（桑田公憲議員） 以上で、３番、中畑一二美議員の一般質問は終了しました。 

午後２時10分まで休憩いたします。 

 

午後１時55分 休憩 

午後２時10分 再開 

 

〇議長（桑田公憲議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

第12席、４番、石田隆芳議員の一般質問を行います。 

質問席へ移動願います。 

（石田隆芳議員、質問席へ移動） 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員の一般質問を許可します。 

〇４番（石田隆芳議員） 議長より許可を頂きましたので、通告に従いまして一般質問

を行わせていただきます。 

 第12席、４番、新生会、猿賀の石田隆芳です。最後の一般質問となりますのでよろし

くお願いいたします。 

 今年の冬は例年と比べ降雪量が多く、幹線道路や通学路を中心とした生活道路確保の

ため、２月21日には豪雪警戒本部から豪雪対策本部に切り替わり、多くの職員の方々が

御苦労したことに対し感謝申し上げます。悪戦苦闘したその雪がいつの間にか溶け、よ

うやく春の兆しが見えてきたところです。春の来ない冬はないと言われますが、まさに

この言葉そのものだと感じます。 

 それでは本題に入ります。１ 小学校におけるスキー授業と用具準備について。（１）

授業内容について。小学校の学習指導要領では、スキーは「自然との関わりの深いスキ

ー、スケートや水辺活動などの指導については、地域や学校の実態に応じて積極的に行

うことに留意する」とあります。 

 冬場は室内生活が多く、運動能力や機能低下が顕著に現れ、日光に当たる時間が少な

くなるため、日照不足に起因する精神的な面の影響があると言われています。そのため

日光に当たると骨の形成に欠かせないビタミンＤが体内で作られ、子供たちの骨の形成

にも密接に関連していることからも、冬も戸外活動を行って太陽光を浴びることは、子

供だけではなく、積雪寒冷地域に住む全ての人間が健康に暮らすためには必要不可欠な

ものだと思われます。 

 さらに、子供の時期の自然の中での遊びの経験が成長期の様々な発達刺激となるだけ

でなく、高齢になっても運動を実行する契機となっていくことが多く、子供たちの戸外

での遊びは、成年期の生活習慣病予防にもつながり、更年期においても雪や寒さに適応

した活力年齢を延長させる身体資質と知恵を育んでくれるそうです。 

 このように子供たちが成長する過程においては、非常に有効なものではありますが、

一方では、スキー授業が減少傾向にあり、その要因としてはスキー授業のために取り上

げた他教科の授業の埋め合わせが厳しくなったことや、教師がスキー離れしてることも

考えられます。 

 このことを踏まえ、当市では、小学校での冬期間の体育の時間にスキー授業を実施し
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ていると思いますが、各小学校においてスキー種目や実施学年、指導体制、年間の授業

時間数など、どのように授業を行っているのか、教育委員会としての見解をお知らせく

ださい。 

 （２）用具負担についてであります。スキー事業における用具については、各家庭で

用具を準備している学校がほとんどだと思いますが、用具を購入するに当たり、各家庭

の負担が非常に大きいとの声が聞かれ、親御さんがスキーをする家庭であれば、スキー

用具を購入したとしても無駄にはなりませんが、授業のためだけに購入するのであれば、

経済的に負担が大きくなるので、授業そのものをやらないほうがよいという声も聞こえ

ています。 

 現在、市として、各家庭の負担軽減のために行ってる補助金の支給等についてお知ら

せください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長、答弁願います。 

〇教育長（須々田孝聖） 体育の時間におけるスキー事業の内容についてお答えします。 

 当市では、全ての小学校において実施しております。９校中、５校がアルペンスキー、

３校がクロスカントリースキー、１校がアルペンスキーとクロスカントリースキーの両

方を授業で取り扱っております。実施学年は、１校のみ３年生以上での実施としている

以外は、全学年で実施しております。スキー授業の年間総時間数は、各校10時間程度で、

校外でのスキー教室を行っている学校は、その分さらに５時間程度かけております。 

 授業は、基本的には複数体制で行って、安全確保を第一としながら、児童のスキー技

術に応じた指導に努めています。 

 スキー用具の負担についての御質問は、教育委員会事務局長より答弁させます。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 私からは、用具負担についてお答えします。 

 スキー授業で使用される用具準備における、児童全家庭への費用負担等への補助は行

っておりません。 

 市ではこれまでも就学援助制度により、経済的理由や翌年度に入学を予定している未

就学児保護者等で、住民税非課税世帯や国民年金減免措置を受ける世帯など、一定の要

件を満たす世帯に対し、スキー用具購入等体育実技用具費として、小学校４学年時に２

万6,500円を上限として、申請した保護者へ支給しております。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） １つ目に授業内容についてですけれども、スキー授業という

のは当市において、ほとんど学校がやってると思うんですけれども、必ず実施しなけれ

ばならないのか。また、スキー授業に関する事前アンケートとかそういうものを保護者

に実施しているのかお聞きします。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長。 

〇教育長（須々田孝聖） 小学校体育科の学習指導要領では、スキー、スケートなどに

ついての記載として、「自然とのかかわりの深い活動については、学校や地域の実態に応

じて積極的に行うこと」と示されていることから、当市では、各小学校で校長の判断の

下、スキー授業を実施しております。 

 保護者アンケートについては、参観日等において、スキー授業の必要性や授業内容等
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について説明しており、アンケートとしては実施しておりませんが、教育活動全般の状

況をはかる学校評価の項目の中で、授業に関することへの保護者からの意見を聞き、次

年度の教育活動の内容に反映するようにしております。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） 先ほど授業として年間10時間で、スキー教室として５時間ほ

どということでありましたけども、児童のスキーの技術に合わせた指導が必要だと思い

ますけれども、毎時間どのような人が何人で指導しているのか。また、指導している教

員の人たちは、指導員の資格は必要なのか、必要ではないのかお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長。 

〇教育長（須々田孝聖） 指導人数については、先ほどお答えしましたが、複数体制で

指導しており、毎時間２名以上で指導することを基本としています。学級によっては、

学級担任以外の教員や特別支援学級担任、学習支援員、特別支援教育支援員など、多く

の教員が授業に入って指導する場合もあります。複数体制をとることで、グループでの

指導や個別の指導を実施することができ、児童の技術向上につなげております。 

 なお、教員のスキー指導の資格については必要とされるものではありませんが、教員

の指導力向上につながるように、各校で冬休みなどに研修を行ったり、スキー場に行っ

てですね。それから中南教育事務所主催の冬季学校体育実技講習会という講習会があり

まして、そこでスキー技術の向上に努めております。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） 先生の講習とか、そういうものを入れてやっているというこ

とでありましたけれども、このスキー授業が教員の皆様の負担増加になってはいないか

という考えもありますけれども、そこら辺を教育委員会としてはどういうふうに考えて

おるのかお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長。 

〇教育長（須々田孝聖） 教員の負担増加につきましては、スキー授業の実施について

は、学習指導要領で示されておりまして、体育の授業で指導するほかの運動と同じよう

に、指導計画の中に位置づけられているものであります。各校では、指導するべき年間

総時間数を超えて、スキー授業を特別に多く指導しているという実態はなくて、負担増

加になっているとは考えておりません。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） 負担にならないということですけれども、一応指導員という

先生方が２、３名つくということですけれども、近年、スキー授業によるけがの報告は

あるのか、あるとすれば何件ぐらいあるのかお知らせ願いたいと思います。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育長。 

〇教育長（須々田孝聖） スキー授業において、保険適用になるけがの報告は、ここ数

年記録としてはございません。これは、どの学校でもスキー授業において、安全確保を

第一に指導にあたっている成果が現れているものと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） けがの報告がないということでありますけれども、けがの報

告がないということが一番だと思いますので、これからも安全第一で指導を行ってもら
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いたいと思います。これで（１）の授業内容については終わり、次の（２）の用具負担

についてお伺いします。 

 市では、就学援助である体育実技のスキー用具の補助を、先ほど４年生に２万6,500

円を限度額として支給してるとありましたけれども、なぜ４年生に限定して補助してい

るのかお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 就学援助制度では、学校教育基本法第19条におい

て、経済的な理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市

町村は必要な援助を与えなければならないとされております。 

 国の要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づいて定められた、市の就学援助事業

実施要綱において、４学年時に保護者からの申請により補助を行うとする認定基準等規

定を定めている理由については、学習指導要領に基づきスキー授業のレベルに合わせ、

４学年時の支給が妥当であると判断し定めているものであります。 

 この支給時期については、他市町村の状況や保護者、学校の声を聞いた上で、要望が

ある場合は、４学年時だけにこだわらず、学年に幅を持たせて支給できるよう、今後対

応してまいりたいと考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） ４学年にこだわらないというような答えでしたので、そこの

ところもよろしくお願いします。 

 そして弘前市では、一般社団法人みらいねっと弘前が主催しているひろさきおさがり

会があり、制服、子供服、絵本、おもちゃ、スポーツ用品等配布を行っておりますが、

当市においても同様の取組があるのか、また、取組のない場合、市として、今後取り組

む考えはあるのかお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 不要になったスキー用具等を回収し、配布してい

る団体があるのかという御質問にお答えいたします。 

 弘前市の団体が開催している、ひろさきおさがり会と同様の取組を行っている市内の

団体等については、現在のところ把握しておりません。 

 次に、市として取り組む考えはあるのかとの御質問にお答えいたします。 

スキー用具については、市内９校において対応に相違はありますが、クロスカントリー

スキーについては、一部の学校を除いて、学校保有のものを貸し出して授業を行ってお

ります。また、アルペンスキーについては、各家庭で準備しているところが多数であり、

そのほか、卒業生からの寄附やレンタル業者の情報を伝えるなど、それぞれの学校が工

夫を凝らして対応しております。 

 これらの現状から、今後につきましても、教育委員会が主導して取り組む考えはござ

いませんので御理解をお願いします。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） ９校のうちクロスカントリーは学校で用意したり、あとはア

ルペンスキーは各家庭で用意するというふうになっておりますけれども、教育委員会の

ほうで、スキー用具とかスキーウエアなど、寄附の受付を市の広報紙とかで募集して、
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スキー用具がない児童に配布を行うなどの対応が可能であるのかお知らせください。 

〇議長（桑田公憲議員） 教育委員会事務局長。 

〇教育委員会事務局長（一戸昭彦） 教育委員会主導により、スキー用具等を寄附募集

し、児童へ配布等の対応が可能であるかとの御質問にお答えいたします。 

 スキー学習は、各学校が学習指導要領に基づき授業に取り組んでいるものです。 

 議員御質問の寄附募集による用具の調達につきましては、経済的理由により準備が困

難である保護者に対しては、先ほど答弁させていただきましたとおり、必要に応じて補

助を行っておりますが、今回のように、教育委員会が用具について寄附募集し、配布ま

で行うといった対応については、寄附くださる方や、学校、保護者との調整、また、個

人の要望に沿った調整など、非常に困難であることが想定されます。 

 このようなことから、今後につきましてもこれまで同様の対応とさせていただきたい

と考えております。 

〇議長（桑田公憲議員） 石田隆芳議員。 

〇４番（石田隆芳議員） 最後になりますけれども、子供たちの成長というのは早いも

ので、1 年生から６年生までの期間であれば、サイズアップにより、用具購入が３回ほ

ど必要になるという声が聞こえております。 

 そのため、スキー用具のない児童は、レンタルとかそういうものがあると思いますけ

れども、親御さんの負担がより一層深くなると思いますので、親御さんの負担を軽減す

るためにも、スキーやスキーウエアのお下がりが有効であるとともに、物を大切に使う

ということも、ある意味で勉強になると考えられますので、ぜひとも市全体でなくても、

各学校単位でもいいので、お下がりやスキーの寄附を考えてくださるようお願いいたし

まして、私の一般質問を終わります。 

〇議長（桑田公憲議員） 以上で、４番、石田隆芳議員の一般質問は終了しました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 次にお諮りします。 

 会期日程表のとおり、明日９日は常任委員会開催のため、13日、15日及び16日は予算

特別委員会開催のため、10日、14日及び17日は議事整理のため、本会議を休会にしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（桑田公憲議員） 異議なしと認めます。 

 よって、次の本会議は20日午前10時開議とします。 

 本日は、これをもって散会します。 

 

午後２時32分散会 
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